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I. はじめに 

1  計 画 策 定 の 趣 旨  

井原市は、人口 39,382 人（令和 2 年 10 月末時点）で、県の西南部に位置し、西は広島県に
接している。地域の面積は 243.54 平方キロメートルで、地形的には、井原市街地を除いてほと
んどが山々に囲まれた農山村である。平成 17 年 3 月には、生活・経済・交通圏等で密接な結び
つきのあった、井原市、後月郡芳井町及び小田郡美星町の１市２町が合併し、現在の「井原市」が
誕生した。 

井原市の公共交通は、鉄道井原線、民間路線バス、井原あいあいバス、芳井・美星地区のスクー
ルバスの一般混乗、予約型乗合タクシーがある。これらの公共交通を「みんなで守り・育て・未来
に残す」ため、平成 28 年に策定した「井原市地域公共交通網形成計画」に基づき、各種施策を推
進してきた。一方で、運行見直し基準に基づく路線・ダイヤの見直しの検討、公共交通てくてくエ
リア（バス停等から 400ｍ以内の地域）の拡大を進めてきたものの、非効率なバス路線や公共交
通での移動が難しい地域が存在し、「井原市地域公共交通網形成計画」に掲げる一部の数値目標は、
達成が困難な状況にある。 

また、人口減少や高齢化が進展していく中、車を自由に使える人とそうではない人の「生活の質」
の差が依然として大きく、市の総合計画等でキーワードとなっている「安心」や「いきいき」とし
た暮らしを実現するためには、この差を縮めていく取組が重要となる。 

こうしたことと、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の改正等を踏まえ、地域の交
通資源を総動員して生活交通を確保していくことや、市民の「生活の質の向上」を図ることを目的
として「井原市地域公共交通計画」を策定するものである。 

2  計 画 の 位 置 づ け  

本計画は、平成 28 年 3 月に策定した「井原市地域公共交通網形成計画」（以下、「網形成計画」
という。）に続く計画であり、「井原市第 7 次総合計画」及び「井原市都市計画マスタープラン」
を上位計画として、他の関連計画との整合を図り策定するものである。 

 
 
 
 
 
 

  

井原市第7次総合計画

井原市の将来像（上位計画）

交通政策基本法
地域公共交通の活性化及び再生に関
する法律（令和2年6月改正）

国の法令等

井原市都市計画マスタープラン

都市・交通に関する計画

《現》井原市地域公共交通網形成計画

《新》井原市地域公共交通計画

医療
福祉
教育
子育て
環境
産業
地域振興

他分野

都市に関する計画（上位計画）

市における公共交通のマスタープラン

元気いばら まち・
ひと・しごと創生
総合戦略
井原市過疎地域自立
促進市町村計画

関連計画

井原市の計画・施策

連
携連

携

即す

見直し

図表 1 上位・関連計画との関連 
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3  計 画 の 区 域  

本計画の区域は、井原市の全域とする。 

4  計 画 の 期 間  

計画の期間は、令和 3 年度〜令和 7 年度の 5 年間とする。 
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II. 地域の現状 

1  位 置 ・ 地 勢  

(1) 位置 

 岡山県の西南部に位置し、北は高梁市、東は総社市及び矢掛町、南は笠岡市、西は広島県福山市
及び神石高原町に接する。 

 平成 17 年に、生活・経済・交通圏で結び付きのあった、井原市、後月郡芳井町及び小田郡美星
町の 1 市 2 町が合併し、現在の「井原市」が誕生した。 

 歴史的な背景から岡山県笠岡市、広島県福山市と経済的な結びつきが強く、笠岡市及び福山市等
とともに都市圏（備後都市圏）を形成している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

(2) 地勢 

 高梁川水系の支流である小田
川の流域の平野部を中心に、
市街地が形成されている。 

 芳井地区の大部分は丘陵と山
林が占めている。 

 井原地区の北部や美星地区に
は標高 300〜500m の丘陵
地が広がっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：標高メッシュデータ（国土地理院） 
  

図表 2 位置図 

図表 3 標高図 
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2  人 口  

(1) 人口分布 

 井原地区の中心部に比べて芳
井・美星地区の人口密度が低
くなっている。 

 芳井地区では主に谷筋や主要
道路沿いに集落が形成されて
いるのに対して、美星地区は
小規模の集落が面的に分散し
ている。 

 
 
 
 
 
 
 

 資料：国勢調査（H27 年） 

(2) 世帯数と地区別人口の推移 

 国勢調査における人口の推移
をみると、昭和 60 年から平
成 27 年までの 30 年間に 
9,663 人減少している。 

 地区別にみると、井原地区に
比べて芳井・美星地区の人口
減少率幅が大きい。 

 世帯数はこれまで増加傾向に
あったが平成 22 年を境に減
少に転じている。 

 平成 27 年国勢調査における
人口集中地区人口は 6,182
人で 5 年前の平成 22 年と比
べて減少しており、中心市街
地においても人口減少がみら
れる。 

  
（単位：人） 

 
 H22 H27 増減 増減率 

井原地区 33,951 32,530 ▲1,421 ▲ 4.2% 

芳井地区 5,131 4,589 ▲542 ▲10.6% 

美星地区 4,845 4,271 ▲574 ▲11.8% 

計 43,927 41,390 ▲2,537 ▲ 5.8% 

人口集中地区人口 6,566 6,182 ▲384 ▲5.8% 
   

資料：国勢調査（各年） 
  

37,212 36,076 35,076 34,817 34,322 33,951 32,530

7,206 6,864 6,494 6,016 5,543 5,131
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51,053 49,255
47,647 46,489

45,104 43,927
41,390

図表 4 人口分布 

図表 5 世帯数と地区別人口の推移 
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(3) 年齢三区分別人口と高齢化率の推移 

 年齢三区分別人口の推移をみ
ると、15 歳未満人口（年少
人口）と 15〜64 歳人口（生
産年齢人口）が減少する一方
で、65 歳人口（老年人口）
が増加しており、少子高齢化
が進行している。 

 平 成 27 年 の 高 齢 化 率 は
34.4%であるが、令和 6 年
には 38.4%、令和 16 年に
は 40.5%まで上昇すると見
込まれる。 

 
 
   

 
資料：国勢調査（H27 年まで）、国立社会保障・人口問題研究所（R1 年以降） 

 
 

(4) 集落別の高齢化率 

 平成 27 年国勢調査における
小地域別（集落別）の高齢化
率をみると、井原地区に比べ
て芳井・美星地区の高齢化率
が高くなっている。 

 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国勢調査（H27 年） 
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高齢化率人口（人）

15歳未満人口 15～64歳人口 65歳以上人口 高齢化率

※人口の総数は年齢不詳を除く

図表 6 年齢三区分別人口と高齢化率の推移 

図表 7 集落別の高齢化率 



 

 6 

3  移 動 の 目 的 地 と な る 施 設 の 分 布  

(1) 機能集積状況 

 移動の目的地となる主要施設
の多くは、主に井原地区の中
心部に集積しているが、芳
井・美星地区の支所周辺にも
若干の集積が見られる。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

資料：井原市・暮らしの便利帳 
 

 

(2) 観光資源 

 「嫁いらず観音院」「田中美術
館」等の芸術・文化施設、「星
の郷青空市」「葡萄浪漫館」等
の地域農産物等直売施設、
「経ヶ丸グリーンパーク」「歴
史公園中世夢が原」「美星天文
台」等のレクリエーション施
設等の多彩な観光資源を有し
ている。 

 近年、井原地区の中心部であ
る新町商店街一帯は特産の
「井原デニム」を活用した活
性化事業を推進しており、商
業や観光における新たな拠点
（井原デニムストリート）が
形成されつつある。 

 
 
 
 

 
  

図表 8 機能集積状況 

図表 9 観光資源 
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4  自 動 車 と 運 転 免 許 の 保 有 状 況  

(1) 自動車保有台数 

 自動車の保有台数は人口の減
少に合わせて緩やかに減少傾
向にある。 

 世帯当たりの自動車保有台数
はほぼ横ばいで、平成 30 年
時点では 1 世帯あたり 0.72
台、自動車を保有している。 

 
 
 
     

資料：岡山県・県統計年報（各年） 
 

(2) 運転免許保有者数と高齢者の占める割合 

 運転免許保有者数は人口の減
少に伴い減少傾向にある。 

 一方で、運転免許保有者に占
める高齢者（65 歳以上）の
割合が高まっており、令和元
年には運転免許保有者のおよ
そ 3 割を高齢者が占めている。 

 
 
 
     

資料：岡山県警察より提供 
 

(3) 運転免許返納者数 

 運転免許返納者数は近年増加
傾向にあり、令和元年はおよ
そ 300 人が運転免許証を返
納している。 
 
 
 
 
 
 

    
資料：岡山県警察より提供 

   

12,412 12,248 12,206 12,207 12,151

0.74 0.73 0.73 0.73 0.72
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自動車保有台数
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自動車保有台数（乗用のみ） 世帯あたり台数（世帯数は各年12月末時点）
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260 238 248
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0

100

200

300

400

H27 H28 H29 H30 R1

免許返納者数
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28,502 28,259 28,037 27,806 27,459

28.3% 29.0% 29.8% 30.7% 31.6%
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運転免許保有者数 高齢者（65歳以上）の占める割合

図表 10 自動車保有台数 

図表 11 運転免許保有者数と高齢者の占める割合 

図表 12 運転免許返納者数 
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III. 上位・関連計画におけるまちづくりの方向性 

1  上 位 計 画  

(1) 井原市第 7 次総合計画（前期基本計画） 

【策定主体】井原市 【策定年月】平成 30 年 3 月 
 

①  計画の基本構想 
市政における全ての施策の基本となる「井原市第 7 次総合計画（前期基本計画）」では、『輝く

ひと 未来創造都市 いばら』を基本理念として掲げ、４つの視点から成る市の将来像を実現する
ため、これまでのまちづくりの成果等を踏まえながら、政策分野ごとに基本目標を設定している。 

 

基本理念 輝くひと 未来創造都市 いばら 

市の将来像 

① 安全・安心・健康・便利なくらしができています（くらしの視点） 
② 故郷を愛し、やさしい人が育っています（こころの視点） 
③ 豊かな資源を大切にし、創造・発展・発信しています（ゆたかさの視点） 
④ みんなでまちをつくっています（すいしんの視点） 

基本目標 

① 伝統、文化が引き継がれ、郷土を愛する人が育まれるまちづくり 【教育・文化】 
② 地域の宝を生かし、魅力がいっぱいで、活力にあふれるまちづくり 【産業・交流】 
③ 子育てしやすく、誰もが生きがいをもち、いきいきと暮らせるまちづくり【健康・医療・

福祉】 
④ 安全・安心で、美しい自然と調和した、みんなが住みよさを実感できるまちづくり【環境・

防災・防犯・都市基盤】 
      

②  まちづくりにおけるキーワード 
市の将来像に挙げられている4つの視点のうち、「くらしの視点」では、「安心」や「いきいき」

といった表現が多く記載されており、今後のまちづくりの方向性の中でも重要な視点（キーワー
ド）となっている。 

 

安全・安心・健康・
便利なくらしができ
ています 
（くらしの視点） 

※一部抜粋 
○ 安心して子どもを産み育てられる環境が整い、子どもたちも心身ともに健やかに

育っている 
○ お年寄りが健康で生きがいをもち、いきいきと暮らしている 
○ 誰もが安全を実感し安心して日常生活を送っている 
○ 行きたいところに快適に移動できるまちになっている  

 
 
 

  

図表 13 井原市第 7 次総合計画における計画の基本構想 

図表 14 井原市第 7 次総合計画における「くらしの視点」 



 

 9 

③  公共交通に関する施策の内容 
公共交通に関する施策は、基本目標「安全・安心で、美しい自然と調和した、みんなが住みよ

さを実感できるまちづくり」において、「公共交通の確保」という項目が掲げられている。 
施策展開により、自宅から概ね徒歩圏内で公共交通を利用することができる区域（最寄りの駅

又はバス停から半径 400m の範囲、又は予約型乗合タクシーの運行区域）として定めている「公
共交通てくてくエリア」を 92％（第 7 次総合計画策定時の平成 28 年時点）から令和 4 年度ま
で、100％に拡大するという目標が掲げられている。 

 

基本方針 

公共交通を、誰もが自立した生活を送ることができる「生活交通」として位置づけ、暮らし
に身近で、分かりやすく利用しやすい公共交通をみんなで守り、育て、未来に残していくた
め、持続可能かつ効率的で利便性の高い公共交通体系を構築するとともに、公共交通利用へ
の市民意識の醸成を図り、地域と協働して公共交通の維持に努めます。 

めざすまち
の姿 

○ いつまでも私たちのまちに、公共交通が走っており、市民誰もが公共交通を使って日常
生活を行うことができます。 

○ 市民が「自分たちの鉄道・バス」という意識を持ち、積極的に公共交通機関を利用して
います。 

主な施策 

鉄道井原線の 
利用促進 

○ 市民・事業者・各種団体・行政が一体となって、様々なＰＲ・企
画・イベント等を展開し、利用促進を図ります。 

○ また、「自分たちの鉄道を自分たちで育てよう」という機運が盛
り上がるよう、マイレール意識の高揚を図ります。 

バス路線等の利
便性向上と利用
促進 

○ 井原あいあいバスや民間路線バス、予約型乗合タクシーについて
は、利用実態や利用者の動向・要望等を把握しながら、利用者の
ニーズにあった効果的・効率的な運行体系の構築を図ります。 

○ 乗合バス運行の拠点となる「井原バスセンター」については、引
き続き，指定管理者制度により、適正な管理運営に努めます。 

○ 各種の啓発活動の展開により、公共交通利用への市民意識の醸成
を図り、利用促進に努めます。 

 
  図表 15 公共交通に関する施策の内容 
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(2) 井原市都市計画マスタープラン 

【策定主体】井原市 【策定年月】平成 29 年 12 月 
 

①  都市づくりの基本理念と目標 
「井原市都市計画マスタープラン」は、都市計画区域に指定されている井原市の中心市部だけ

ではなく、全市的な都市づくりの基本理念及び方針を定めたものである。なお、将来都市像及び
都市づくりの目標として、次の事項が掲げられている。 

 
将来都市像 活力と豊かさを実感できる都市 いばら 

都市づくりの
基本目標 

① にぎわいと活力のある都市 
② 安心・安全で暮らしやすい都市 
③ 誰もが生きがいをもって健康に暮らせる都市 
④ 環境にやさしい都市 
⑤ 市民協働の都市 

    
②  将来都市構造、主要な施設の配置の方針 

都市づくりの基本理念及び
方針に基づく将来都市構造と
主要な施設の配置方針のうち、
公共交通ネットワークと整合
を図っていくことが都市整備
の方針の１つとして示されて
いる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

拠点 都市拠点、生活拠点、コミュニティ拠点：必要な都市機能や生活利便施設等が集約した地区 
産業拠点、観光交流拠点、健康交流拠点：地域の特性を活かした地区 

軸 拠点と拠点、拠点と近接都市との連携を示した交通軸 

将来の都市構造
形成の方針 

○ 井原地域の中心部における都市機能の集約化 
○ 井原地域における居住地域のコンパクト化 
○ 生活拠点への生活利便施設の集約化 
○ 公共交通による拠点間ネットワーク 

  

図表 16 将来都市像と都市づくりの基本目標  

図表 18 拠点及び軸の考え方と、将来の都市構造形成の方針 

図表 17 将来の都市構造図 
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2  そ の 他 の 関 連 計 画  

その他の関連計画において示されている公共交通の役割・位置づけと、公共交通に関する施策・
事業の概要は次のとおり。 

 
計画の名称 

及び策定年月 公共交通の役割・位置づけ等 公共交通に関する施策・事業 

元気いばら まち・ひと・ 
しごと創生 総合戦略 
（平成 28 年 2 月） 

○ 公共交通を、誰もが自立した生活
を送ることができる「生活交通」
として位置づける 

○ 持続可能かつ効率的で利便性の高
い公共交通体系を構築するととも
に、公共交通利用への市民意識の
醸成を図り、地域と協働して公共
交通の維持に努める 

○ 鉄道井原線の利用促進 
○ 地方バス路線の維持 
○ 井原あいあいバス（スクールバスを含

む）の運行 
○ 予約型乗合タクシーの運行 
（ほか、「まちの拠点整備」として、「井
原駅前通り賑わい創出事業補助金」が掲げ
られている） 

井原市過疎地域 
自立促進市町村計画 
（平成 28 年 3 月） 

○ 地域住民のニーズや利用状況を調
査し、効率的かつ持続可能な運行
等の検討を行い、総合的な交通体
系を確立することが急務 

○ 生活圏拡大に伴う通勤、通学の足
の確保や観光での広域からの集客
を図るため、路線バス等と鉄道井
原線との連携強化が必要 

○ 総合的な交通体系の確立 
○ 路線バスの利用促進 
○ 鉄道井原線の利用促進 

井原市障害者福祉計画・ 
井原市障害福祉計画 
（平成 30 年 3 月） 

障がいのある人が自ら選択し、行動で
きる環境をつくるため交通・移動手段
の確保・充実に努める 

○ 福祉タクシー・バス助成等活動の範囲
が広がるような助成 

○ 福祉有償運送事業に対する支援 

井原市環境基本計画 
（平成 28 年 3 月） 

○ 市民一人ひとりの意識改革を促
し、環境負荷の少ない循環型社会
の形成を目指す 

○ 高齢者や障がい者等に配慮した環
境整備等、すべての市民が安全安
心で快適に暮らせるよう施策を推
進 

○ 自動車排出ガス対策としての公共交通
機関の利用促進 

○ 自転車の利用促進、交通渋滞の改善 
○ エコドライブの推進、低公害車の普及

等による環境に配慮した自動車の利用 
○ 安全な交通環境の確保 
○ 公共交通機関の利便性向上 

   
図表 19 その他の関連計画の概要 
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IV. 公共交通ネットワークの現状 

1  公 共 交 通 の 整 備 状 況  

(1) 道路網と鉄道網 

 南北軸として国道 313 号、
県道井原福山港線・笠岡井原
線・笠岡美星線・芳井油木線
等、東西軸として国道 486
号等により、基幹となる道路
網が形成されている。 

 県道笠岡井原線は、笠岡市内
の笠岡インターチェンジで山
陽自動車道に接続している。 

 総社市と福山市を結ぶ鉄道井
原線が東西に走り、東はＪＲ
伯備線と吉備線に、西はＪＲ
福塩線に接続している。 

 
 
 
 
 
 
 

(2) 公共交通網 

 民間路線バスは、事業者 2 社
（井笠バスカンパニー、北振
バス）の路線が市内で運行し
ている。 

 市内の各地区では井原あいあ
いバスが運行しており、井原
地区では医療機関や買い物先、
公共施設、観光施設を結ぶ循
環バス、芳井・美星地区では
スクールバスを兼ねた循環バ
スの役割を担っている。 

 バスや鉄道の利用が困難な地
域と各地区の中心部を結ぶ形
で予約型乗合タクシーが運行
している。 

 
 
 
 
 

  

図表 20 道路網と鉄道網 

図表 21 公共交通網 
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(3) バス路線網 

 笠岡市及び福山市を結ぶ、広域的なバス路線は井笠バスカンパニーが運行しており、笠岡方面は
「井原市民病院」、福山方面は「井原バスセンター」が起点となっている。 

 井原地区の中心部と芳井・美星地区を結ぶ路線や、美星地区の中心部と矢掛町を結ぶ路線は、北
振バスが運行している。 

 井原あいあいバスは、主に井原地区の中心部を起終点として循環する 6 路線と、芳井・美星地区
の中心部を起終点として各集落を結ぶ 5 路線の計 11 路線が運行している。 

 芳井・美星地区では一般混乗が可能なスクールバスが運行している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図表 22 バス路線網 
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(4) バスの運行便数 

 運行便数が 30 便/日を超え
ているのは、井笠バスカンパ
ニーの「笠岡〜井原線」だけ
である。 

 井原地区の中心部と、福山市
及び芳井・美星地区の中心部
との間を結ぶ路線の運行便数
は、10〜20 便/日である。 

 井原地区の中心部と縁辺部、
芳井・美星地区の中心部と縁
辺部を結ぶ路線の運行便数は
比較的少なく、運行日が週２
日等限られている路線もあり、
地域間で差が見られる。 

 
 
 
 
 
 
 
 

(5) タクシー事業者（一般乗用）の営業所 

 井原市内にタクシー（一般乗
用）の営業所を有しているの
は 3 社であり、いずれも井原
地区に 1 箇所ずつ営業所を置
いている。 

 芳井・美星地区には、タクシー
（一般乗用）の営業拠点がな
い。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図表 23 バスの運行便数 

図表 24 タクシー（乗用）の営業所 
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(6) 公共交通てくてくエリア 

 網形成計画においては、自宅から概ね徒歩圏内で公共交通を利用することができる区域を「公共
交通てくてくエリア」と定めている。 

 令和 2 年度現在の「公共交通てくてくエリア」の人口割合（カバー率）は 92.5％となっている。
（網形成計画策定時の平成 27 年度は 90％） 

 地域別に見ると、井原地区に比べ芳井地区と美星地区の「公共交通てくてくエリア」の人口割合
（カバー率）が低い状況にある。 

 
「公共交通てくてくエリア」の定義 

次の両方に該当する範囲とする。 
○ 最寄りの駅またはバス停（フリー乗降区間については路線上）から半径 400m の範囲、または、予約

型乗合タクシーの運行区域であること 
○ 最寄りの駅、バス停または予約型乗合タクシーを利用して、週に２回は市の中心部（都市拠点）まで移

動することができること 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

資料：国勢調査（H27 年）を基に算出 

 

  

地区
人口(人）

※H27年国勢調
査時点

カバー率

井原 32,530 94.5%

芳井 4,589 83.0%

美星 4,271 87.1%

計 41,390 92.5%

図表 25 公共交通てくてくエリアの状況 
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(7) バリアフリーへの対応状況 

 市内で運行しているバス車両については、車両
の更新に合わせたバリアフリー化（電動ステッ
プ付きのバス車両の導入等）を進めている。 

 
 
 
 
 
 
 

(8) バス待合環境・バス停の状況 

 交通結節点においては、案内誘導や時刻表・
路線図の掲示を行っている。 

 網形成計画に基づく事業の 1 つとして、バス
路線の沿線の商店や医院、事業所等でバス停
にベンチを置かせてもらう取組（バス停サ
ポーター制度）を進めており、令和元年度ま
でに 12 箇所、ベンチを設置した。 

 山間部の一部バス停についてはベンチや屋
根が設置されていない、道路や傾斜面近くに
面している、バス停の文字が見えない等、整
備や安全性が不十分なバス停も見られる。 
 
 
 
 
 
 
 

  

図表 26 電動ステップ付きのバス車両（北振バス） 

図表 27 井原駅におけるバスの案内誘導 

図表 29 斜面近くに設置されているバス停 

図表 30 バス停サポーター制度により設置したベンチ 

図表 28 バス停名が読めないバス停 

図表 28 バス停サポーター制度により設置したベンチ 

図表 29 斜面近くに設置されているバス停 図表 30 バス停名が読めないバス停 
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2  公 共 交 通 以 外 の 移 動 手 段 の 状 況  

(1) 福祉有償運送 

 主に障がいを持っている人等を対象に、日常的な
外出の手助けとして、福祉車両等を使用した有償
の福祉移送サービス（福祉有償運送）が運行して
いる。 

 福祉有償運送は営利目的の運送ではないため、運
行主体はＮＰＯ法人や社会福祉法人などの非営
利法人に限られており、市内の登録法人は「特定
非営利活動法人まちづくり岡山ネットワーク」と
「特定非営利活動法人よしいかけはし」の 2 団体
である。 

 
 

(2) 福祉タクシー 

 市では自力での移動が困難な人等（市県民税非課税者に限定）を対象に、基本料金分の乗車券を
月 8 枚交付する助成制度（福祉タクシー料金助成制度）を設けている。 

 
  ２ 

図表 31 まちづくり岡山ネットワークの福祉有償運送 
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3  公 共 交 通 の 利 用 状 況 と 市 の 支 出 額  

(1) 井原鉄道 

 鉄道井原線の利用者数（全線
の年間輸送人員）は、ほぼ毎
年度 1,100 千人から 1,200
千人の間で推移している。 

 平成 30 年度は豪雨災害の影
響により利用者数が大きく落
ち込み、年間 1,000 千人を
下回っている。 

 
 
 
 
  

資料：岡山県統計年報（各年） 
 

(2) 民間路線バス・井原あいあいバス・予約型乗合タクシー 

 バスの年間利用者数は、平成
26 年度以降、300 千人台で
推移しており、令和元年度で
は 375 千人となっている。 

 予約型乗合タクシーの年間利
用者数は、令和元年度では
558 人となっている。 

 
 
 
 
 
 
 

(3) 公共交通に対する市の支出額 

 公共交通に対する支出額は増
加傾向にあり、令和元年度で
はおよそ 173 百万円となっ
ている。 

 平成 26 年度からの推移を見
ると、近年は 170 百万円を
超えており、増加傾向にある。 

 
  
 

  

1,112 1,153 1,148 1,140 

955 
1,106 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

H26 H27 H28 H29 H30 R1

（千人）

381 375 
341 374 367 

375 

0

100

200

300

400

500

H26 H27 H28 H29 H30 R1

（千人）

民間路線バス 井原あいあいバス 予約型乗合タクシー

166 166
168 171 175 173

0

50

100

150

200

H26 H27 H28 H29 H30 R1

（百万円）

民間路線バス 井原あいあいバス スクールバス

予約型乗合タクシー 井原鉄道

図表 32 鉄道井原線の利用者数（全線の年間輸送人員） 

図表 33 公共交通の年間利用者数 

図表 34 公共交通に対する市の支出額 
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4  運 行 見 直 し 基 準 に 基 づ く 公 共 交 通 の 検 証 状 況  

(1) 運行見直し基準の概要 

網形成計画では、「市として最低限確保するサービス水準」を確保した上で、公共交通の増便や
減便・休廃止を判断するための基準を次のとおり設定した。 

 
①  市として最低限確保するサービス水準 

少なくとも週に２回、市の中心まで往復できる便数を確保する 
通学利用が見込まれる路線は、登下校にあわせた便数・時間帯の運行を確保する 
 

②  適用対象 
民間路線バス、井原あいあいバス、予約型乗合タクシー 
 

③  集計期間 
10 月〜翌年の 9 月 
 

④  見直し基準 
 

 
 1 便あたり利用者数  

（乗合が成立するための一定 
の利用はあるか） 

収支率 
 （採算性は妥当であるか） 

民間路線バス 
拡大 10.0 人/便以上  80%以上 

縮小 2.0 人/便未満  20%未満 

井原あいあいバス 
拡大 10.0 人/便以上   

縮小 3.0 人/便未満  

予約型乗合タクシー 

拡大 4.1 人/便以上  
運行回数 200 回/年以上  

 

縮小 1.1 人/便未満  
運行回数 100 回/年未満  

 

 
 

【運行見直し基準の運用における考え方】 
 

  

かつ 
(and) 

図表 35 公共交通の運行見直し基準 
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(2) 民間路線バス 

 井笠バスカンパニーが運行している「笠岡〜井原線」は、他の市内路線に比べ 1 便あたり利用者
数が多く、収支率が高い。 

 北振バスが運行している「井原〜山野下市・山野田原線」「井原〜美星支所・黒萩・宇戸谷線」
は計画期間中に複数回、「縮小」の運行見直し基準に該当しているものの、いずれも検証期間に
おいて改善が見られたため見直しの対象から外れている。（新型コロナウイルス感染症の影響に
より検証を行わなかった令和元年度を除く。） 

 

路線名  H28 H29 H30 R1 備考 

笠岡〜井原線 

1 便あたり
利用者数 
（人/便） 

11.2 13.3 11.5 16.4 
H28 年度は「拡大」の運行見直し基
準に該当していたものの、利用実態
として学生の利用が中心であったた
め継続的な利用者数の増加が見込め
ないことから見直し対象外とした。 収支率（％） 83.3 76.5 76.6 75.3 

井原〜福山線 

1 便あたり 
利用者数 
（人/便） 

3.6 4.6 4.8 3.2 
 

収支率（％） 50.0 47.2 47.4 51.6 

井原〜共和・弥高
山入口線 

1 便あたり 
利用者数 
（人/便） 

2.7 2.2 2.3 2.6 
 

収支率（％） 31.8 29.8 28.8 25.5 

井原〜山野下市・
山野田原線 

1 便あたり 
利用者数 
（人/便） 

2.1 1.7 2.1 1.8 H29 年度は検証期間中に改善が見
られたため、「縮小」の見直しの対
象外とした。 

収支率（％） 16.9 13.8 14.1 14.1 

井原〜佐屋線 

1 便あたり 
利用者数 
（人/便） 

2.5 2.3 2.1 2.1 
 

収支率（％） 43.1 41.7 39.2 35.9 

井原〜美星支所・
黒萩・宇戸谷線 

1 便あたり 
利用者数 
（人/便） 

1.6 2.4 1.7 1.8 H28 年度及び H30 年度は検証期間
中に改善が見られたため、「縮小」
の見直しの対象外とした。 

収支率（％） 14.7 21.6 14.8 14.7 

矢掛〜美星産直プ
ラザ・平谷線 

1 便あたり 
利用者数 
（人/便） 

1.8 2.3 1.8 1.7 
 

収支率（％） 26.7 28.0 20.2 21.9 

※1 便当たり利用者数はいずれも市内区間の利用者数を掲載 

 

  

図表 36 民間路線バスの運行実績 
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(3) 民間路線バスにおける末端区間の利用実態 

①  芳井地区 
 芳井支所から佐屋又は山野

田原の区間は利用者の半数
以上が通学で利用している。 

 芳井支所から弥高山入口の
区間は、芳井地区の他路線
に比べ高齢者や一般の利用
が比較的多い。 

 朝の6時から9時台までに
利用が集中しており、日中
や夕方の利用が少ない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※芳井地区で運行している全路線を集計 

 
資料：R1 年乗降調査結果（5 月 16 日〜5 月 22 日の 1 週間） 

 
②  美星地区 
 美星支所から黒萩・宇戸谷

の区間、美星産直プラザか
ら平谷の区間では、ほとん
ど利用が見られない。 

 高校生や小学生の通学利用
が多く、学生が利用しない
時間帯の利用が少ない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※美星地区で運行している全路線を集計 

 
資料：R1 年乗降調査結果（5 月 16 日〜5 月 22 日の 1 週間） 

  

芳井支所～弥高山入口間
1週間の利用者数：97人

うち通学利用：24人

弥高山入口

共和

山野田原

芳井支所

佐屋

芳井支所～佐屋間
1週間の利用者数：61人

うち通学利用：43人

芳井支所～山野田原間
1週間の利用者数：86人

うち通学利用：48人

美星支所～黒萩間
1週間の利用者数：0人

美星支所～宇戸谷間
1週間の利用者数：0人

宇戸谷

美星支所

美星産直プラザ

平谷

黒萩

美星産直プラザ～平谷間
1週間の利用者数：1人

うち通学利用：0人

図表 38 民間路線バス（芳井地区）における 1 日あたりの時間帯別利用者数 

図表 37 芳井地区の末端区間における利用者数 

図表 39 美星地区の末端区間における利用者数 

図表 40 民間路線バス（美星地区）における 1 日あたりの時間帯別利用者数 

0 5 10 15 20

6時～7時台

8時～9時台

10時～11時台

12時～13時台

14時～15時台

16時～17時台

18時～19時台

一般 高齢者 高校生 中学生 小学生

1日あたり利用者数：58.6人/日

（人/日）
（発時間帯）

0 5 10 15 20

6時～7時台

8時～9時台

10時～11時台

12時～13時台

14時～15時台

16時～17時台

18時～19時台

一般 高齢者 高校生 中学生 小学生

1日あたり利用者数：44.4人/日

（人/日）
（発時間帯）
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(4) 井原あいあいバス 

 井原地区では、「子守唄の里線」が平成 28 年度から平成 30 年度にかけて、「縮小」の運行見直
し基準に該当していたが、徐々に 1 便あたり利用者数が増加し、令和元年度には「縮小」の運行
見直し基準から外れている。 

 芳井地区では、平成 30 年度から「天神峡線」と「ごんぼう村線」の 2 路線が「縮小」の運行見
直し基準に該当しており、検証期間中も改善が見られなかったがスクールバスの間合い運行であ
ることや、少ないながらも運行日はほぼ毎日利用が見られることから見直しは見送られている。 

 美星地区の 3 路線は平成 28 年度から「縮小」の運行見直し基準に該当しており、他路線に比べ
て著しく利用者が少ない。一方で、これまで見直しに係る議論が行われてきたものの、スクール
バスの間合い運行であることを理由に、見直しは見送られている。 

 

地区 路線名  H28 H29 H30 R1 

井原地区 

嫁いらず観音線 
1 便あたり 
利用者数（人/便） 

6.4 6.6 6.3 6.6 

馬越恭平線 1 便あたり 
利用者数（人/便） 

7.6 6.8 6.5 6.2 

北条早雲線 1 便あたり 
利用者数（人/便） 3.5 3.1 2.9 3.0 

野上線 1 便あたり 
利用者数（人/便） 4.1 4.0 3.4 3.5 

ぶどうの里線 1 便あたり利用者
数（人/便） 6.5 6.3 5.3 4.3 

子守唄の里線 1 便あたり 
利用者数（人/便） 2.6 2.6 2.9 3.0 

芳井地区 
天神峡線 1 便あたり 

利用者数（人/便） 2.5 2.2 1.9 1.9 

ごんぼう村線 1 便あたり 
利用者数（人/便） 4.4 3.9 2.8 2.3 

美星地区 

黒木・星田線 1 便あたり 
利用者数（人/便） 0.6 0.3 0.2 0.1 

黒萩・八日市線 1 便あたり 
利用者数（人/便） 0.5 0.4 0.4 0.3 

鬼ヶ嶽線 1 便あたり 
利用者数（人/便） 0.3 0.3 0.5 0.4 

 

  

図表 41 井原あいあいバスの運行実績 
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(5) 予約型乗合タクシー 

 予約型乗合タクシーは、「少なくとも週に２回、市の中心まで往復できる便数を確保する」とい
う最低限のサービス水準を確保するものとされ、「縮小」の見直しは行っていない。 

 サービス水準（便数や運行している日数）は同じだが、井原地区に比べて、芳井地区・美星地区
の運行エリアでは、利用者数・運行回数ともに少ない状況である。 

 
地区 運行エリア名  H28 H29 H30 R1 

井原地区 

高屋北部 

1 便あたり 
利用者数（人/便） 

1.6 1.6 1.4 1.3 

年間運行回数（回） 278 137 161 123 

上稲木 

1 便あたり 
利用者数（人/便） 

1.0 1.0 1.0 1.0 

年間運行回数（回） 109 122 111 132 

高月 

1 便あたり 
利用者数（人/便） 

1.2 1.6 1.8 1.2 

年間運行回数（回） 114 90 25 18 

門田 

1 便あたり 
利用者数（人/便） 

1.2 1.1 1.3 1.2 

年間運行回数（回） 221 182 72 37 

野上北部 

1 便あたり 
利用者数（人/便） 

1.5 1.4 1.3 1.1 

年間運行回数（回） 179 156 153 133 

荏原・西江原 

1 便あたり 
利用者数（人/便） 

- - - - 

年間運行回数（回） 運行なし 運行なし 運行なし 運行なし 

花野 
※H30 年 10 月より運
行 

1 便あたり 
利用者数（人/便）  

1.0 

年間運行回数（回） 4 

芳井地区 

天神山・上野・西吉井 

1 便あたり 
利用者数（人/便） 1.0 1.0 1.0 1.0 

年間運行回数（回） 20 24 23 29 

高原・高瀬 

1 便あたり 
利用者数（人/便） 1.0 1.0 1.0 1.1 

年間運行回数（回） 26 18 13 7 

峠村・野畑 

1 便あたり 
利用者数（人/便） - - - - 

年間運行回数（回） 運行なし 運行なし 運行なし 運行なし 

共和下・川相 

1 便あたり 
利用者数（人/便） - - - - 

年間運行回数（回） 運行なし 運行なし 運行なし 運行なし 

美星地区 
六部落・水名 
※H27 年 10 月より運
行 

1 便あたり 
利用者数（人/便）  

1.2 1.0 1.0 

年間運行回数（回） 30 7 13 
   図表 42 予約型乗合タクシーの運行実績 
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5  公 共 交 通 に 対 す る 地 域 住 民 の ニ ー ズ  

(1) アンケート調査結果に基づく住民の意向や利用実態 

公共交通に対するニーズの把握や網形成計画で実施してきた事業効果の検証、満足度の変化の把
握等を目的に、住民を対象とするアンケート調査を令和元年 12 月に実施した。 

 

調査対象 井原市内に居住する 15 才以上の住民 
（住民基本台帳により 13 公民館区別に計 5,800 世帯を無作為抽出） 

調査期間 令和元年 12 月 9 日〜令和元年 12 月 31 日  

調査方法 調査対象世帯に調査票（世帯票 1 部、個人票 2 部）を郵送し、郵送により回収  

回収結果 世帯票… 配布 5,800 部、回収 1,961 部（回収率 33.8%） 
個人表… 配布 11,600 部、回収 3,299 部（回収率 28.4%） 

 
 

①  バスの利用頻度 
 全体の 5.9%が、月 1 回以

上バスを利用している。  
 
 
 
 

②  目的別の利用交通手段 
 通勤・通学、買い物、通院

のいずれも「車（自分で運
転）」の割合が最も高い。 

 通勤・通学においては、他
の目的と比べて「鉄道」が
高い。 

 通院においては、他の目的
と比べて「バス」と「タク
シー」の割合が高い。 
 
 
 
  

③  バスを利用する理由 
 「運転免許がない」

（46.9％）で最も高く、以
下は、「バス停が近い」
（45.6%）、「バス以外に移
動手段がない」（40.6%）
となっている。 
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通勤・通学（n=1,324） 買い物（n=2,385） 通院（n=1,464）

（複数回答）

ほぼ毎日, 

0.8%

週3～4回, 0.3%

1.1% 3.7%

94.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ほぼ毎日 週3～4回 週1～2回 月1～2回 ほとんど利用しない

n=3,043

18.1%

45.6%

2.5%

32.5%

20.6%

40.6%

46.9%

6.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運行ルートが利用しやすい

バス停が近い

便数が多い

運賃が安い

都合の良い便がある

バス以外に移動手段がない

運転免許がない

その他 複数回答（n=160）

図表 43 アンケート調査の概要 

図表 44 バスの利用頻度 

図表 45 目的別の利用交通手段 

図表 46 バスを利用する理由 
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④  買い物の目的地 
 井原地区と芳井地区では、

「ハローズ井原店」の割合
が最も高い。 

 美星地区では「A コープ美
星店」の割合が最も高いが、
2 位から 6 位はいずれも井
原地区の店舗である。 

 網形成計画策定時からの変
化として、平成 26 年より
開店した「ハート井原店（な
かやま牧場）」が各地区で上
位に挙げられている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図表 47 買い物の目的地 

67.0%
51.1%

45.8%
41.1%

31.6%
11.7%

1.3%
0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ハローズ井原店

ハート井原店（なかやま牧場）

ゆめタウン井原（イズミ）

ハピーズ井原店

ディオ井原店

JA岡山西 いばら愛菜館

JA岡山西 芳井マーケット

Aコープ美星店
バス バス以外

複数回答（n=1,695）

井原地区

82.9%

49.5%

36.8%
31.1%

29.1%

23.4%
6.7%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ハローズ井原店

JA岡山西 芳井マーケット

ハート井原店（なかやま牧場）

ゆめタウン井原（イズミ）

ディオ井原店

ハピーズ井原店

JA岡山西 いばら愛菜館

Aコープ美星店
バス バス以外

複数回答（n=299）

芳井地区

64.0%

44.1%

24.9%

17.5%

15.8%
9.8%

4.0%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aコープ美星店

ハローズ井原店

ハピーズ井原店

ハート井原店（なかやま牧場）

ディオ井原店

ゆめタウン井原（イズミ）

JA岡山西 芳井マーケット

JA岡山西 いばら愛菜館
バス バス以外

複数回答（n=297）

美星地区
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⑤  通院の目的地 
 井原地区では、「井原市民病

院」（34.6%）が最も高く、
以下、「平木眼科」（21.3%）、
「井原第一クリニック」
（17.6％）、「ほそや医院」
（17.3％）となっている。 

 芳井地区では、地区内の「河
合医院」（41.0%）が最も
高く、以下、「井原市民病院」
（28.6%）、「山成医院」
（28.6％）、「平木眼科」
（14.8％）となっている。 

 美星地区では、地区内の「美
星国保診療所」（43.6%）
が最も高く、次いで地区内
の「三宅医院」（43.1%）
が同程度の割合となってい
る。 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

34.6%
21.3%

17.6%
17.3%

12.0%
11.7%

7.3%
6.9%

6.5%
6.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

井原市民病院

平木眼科

井原第一クリニック

ほそや医院

小田病院

森本整形外科医院

前谷内科クリニック

井原腎泌尿器科クリニック

青木内科

きのこ診療所

バス バス以外

複数回答（n=1,023）

井原地区

41.0%
28.6%
28.6%

14.8%
13.3%

11.9%
7.1%

5.7%
3.8%

2.4%
2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

河合医院

井原市民病院

山成医院

平木眼科

小田病院

森本整形外科医院

井原腎泌尿器科クリニック

大山眼科医院

ほそや医院

鳥越医院

三宅医院

バス バス以外

複数回答（n=210）

芳井地区

図表 48 通院の目的地 

43.6%
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21.0%
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8.3%
5.5%
5.0%

1.7%
1.7%
1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

美星国保診療所

三宅医院

平木眼科

井原市民病院

森本整形外科医院

小田病院

大山眼科医院

井原腎泌尿器科クリニック

きのこ診療所

長尾整形外科

バス バス以外

複数回答（n=181）

美星地区
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⑥  公共交通の満足度 
 満足度が比較的低いのは「運行本数」「公共交通で行ける範囲」「運行間隔」である。 
 全体の 30.5%が「総合的な満足度は低い」と回答している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

⑦  各地区における公共交通の総合的な満足度 
 地域別に総合的な満足度を見ると、井原地区に比べて芳井地区と美星地区の総合的な満足度が

低い。 
 特に美星地区では、全体の 38.9%が「総合的な満足度は低い」と回答し、井原地区や芳井地

区に比べて満足度が低い。 
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19.5%

29.7%

7.2%

19.1%
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6.4%
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9.7%

21.7%

14.4%

13.5%

18.3%

20.3%

8.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①運行本数が少ない(n=2025)

②始発時刻が遅い(n=1876)

➂終発時刻が早い(n=1885)

④行ける範囲が限られる(n=1941)

⑤井原鉄道との乗り継ぎが悪い(n=1862)

⑥バスとの乗り継ぎが悪い(n=1835)

⑦運行間隔が空きすぎ(n=1872)

⑧バスが時間通りに来ない(n=1813)

⑨情報が不十分(n=1877)

⑩自宅からバス停まで遠い(n=1923)

⑪バス停の間隔が長い(n=1842)

⑫バス停が利用しにくい(n=1850)

⑬運賃が高い(n=1856)

⑭運転手の対応がよくない(n=1836)

⑮総合的な満足度は低い(n=1899)

とても低いと思う まあ低いと思う どちらでもない あまり低いと思わない 全く低いと思わない

11.7%

9.7%

16.7%

17.0%

24.2%

22.2%

52.2%

43.2%

43.2%

10.8%

16.3%

6.8%

8.3%

6.6%

11.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【井原】総合的な満足度は低い(n=1379)

【芳井】総合的な満足度は低い(n=227)

【美星】総合的な満足度は低い(n=234)

とても低いと思う まあ低いと思う どちらでもない あまり低いと思わない 全く低いと思わない

図表 49 公共交通の満足度 

図表 50 各地区における公共交通の総合的な満足度 



 

 28 

⑧  運転免許証の返納に対する意識 
 運転免許証保有者の

63.6％が「今後もできる限
り自分で運転を続けたい」
と回答している。 

 一方で、6.3％が運転免許
返納の意向があるものの、
車の運転が生活に欠かせな
いため返納できないと回答
している。 
 
 

⑨  公共交通サービスの今後の充実について 
 公共交通のサービス水準を

現在よりも充実させる必要
があると考えている人の割
合が 39.6％を占めている。 
 
 
 
 
 

⑩  公共交通を利用してもらうために実施した方がよいと思う取組 
 より多くの人に利用してもうために実施した方が良いと思う取組について、乗り方教室に関係

する取組が比較的多く挙がっている。 
 また、周知・ＰＲ・情報発信や運賃、免許返納者関連やサービス水準の改善等に関する取組に

ついても実施した方が良い取組として挙がっている。 
 
 

  

63.6% 27.5% 6.3% 2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今後もできる限り自分で運転を続けたい

今は運転免許証を返納するつもりはないが、いつまで運転ができるか不安に感じている

運転免許証を返納したいが、車の運転が生活に欠かせないため返納できない

近々、運転免許証を返納するつもりである

（N=2,589）

39.6% 52.0% 8.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

さらに充実させる必要がある 今のままでよい 今よりも低下させてもよい

（N=2,565）
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乗り方教室の開催
周知やPR、情報発信に関する意見・提案

運賃についての不満・要望
運転免許の返納に関連した意見

運行日・時間・間隔・運行本数についての不満・要望
車両についての意見（小型化や自動運転等）

交通空白地有償運送・デマンド運行等についての意見
意見なし（よくわからない等）

運行ルート・運行範囲についての不満・要望
イベントの開催等の利用促進に関する意見・提案

割引・補助・助成についての意見・要望
タクシーに関する意見

企業・施設・買い物先等とのタイアップ
案内・バス停・待合環境についての意見・要望

鉄道に関する意見
安全性・バリアフリーに関する意見

バスの時刻表やマップに関する意見
バス停の位置やバス停からの距離についての意見

行政への意見・提案
高齢者への支援やサービスに関する要望

観光に関連した意見・提案
フリー乗降区間への意見・要望

必要ない等の否定的な意見
駅周辺環境の整備についての意見

交通系ICカード（キャッシュレス決済）導入についての意見・要望
存続希望

便利・良い等の肯定的意見
運転手の接遇についての不満・要望

公共交通かわら版に関する意見

（回答件数）

※回答者：460人

図表 51 運転免許証の返納に対する意識 

図表 52 公共交通のサービス水準を今後どのようにしたらよいか 

図表 53 利用してもらうために実施した方がよいと思う取組 
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(2) 公共交通会議で寄せられた意見、把握した地域の状況 

計画策定にあたり開催した井原市地域公共交通会議の中で、地域住民が公共交通に対して普段感
じていることや、地域の移動に関する状況等について、主な意見は次のとおりである。 

 

地区 公共交通会議での意見 

井原地区 
○ 地域によってはバスで市中心部に行くまで時間が掛かる 
○ バスの利用方法がわからない高齢者も多いので、丁寧に利用の仕方を周知すべき 

芳井地区 

○ 地域によってはバスで芳井支所に行くまで時間が掛かる 
○ 仕方なく自動車運転を続けている高齢者がいる 
○ 予約型乗合タクシーの電話予約を面倒に思って通常のタクシーを利用する方も多い 
○ 井原あいあいバスや予約型乗合タクシーは一部の地域でのみ運行しており、バス停か

ら遠い場所に住んでいる人もいるので路線バスを全員が利用できるわけではない 

美星地区 

○ 勾配があるので歩いてバス停まで行くことが難しい人もいる 
○ 以前は高梁市や矢掛町を生活圏にしている人が多かったが、バス路線が無くなったた

め不便になった 
○ デイサービスに送迎してもらっている高齢者もいる 
○ 予約型乗合タクシーは想定していたよりも利用が少ない（年間で数名程度） 
○ 高齢者は通院に苦労しており、スクールバスに混乗するより福祉有償運送の移送サー

ビスを利用して通院する人が多い 

 
 

 

6  公 共 交 通 ネ ッ ト ワ ー ク の 現 状 を 踏 ま え た 課 題  

公共交通ネットワークの現状や各種調査分析より把握した公共交通に対するニーズを踏まえた、
公共交通の課題を次のように整理した。 

 
公共交通ネットワークの現状を踏まえた課題 課題解決のために必要な事項 

バス路線の見直し・効率化 
○ 利用者が少なく「縮小」の運行見直し基準に該当し続けてい

る路線の抜本的な見直し 
○ 需要に応じた路線の効率化 

地域によって異なる「公共交通の利用しやす
さ」の改善 

○ 公共交通の利用しやすさ、運行頻度等の地域・地区間の差を
縮める 

○ 地域間の公共交通に対する満足度の差を埋める取組 

地域の実情に応じた公共交通サービスの提供 

○ 高齢化の進行に対応した、きめ細やかな運行ができる公共交
通サービスへの改善 

○ 今ある地域の交通資源を有効に活用して、地域の移動を支え
る 

公共交通ネットワークの確保・維持 
○ 公共交通の「運行見直し基準」の見直し 
○ 公共交通ネットワークを維持し、適宜改善していく仕組みの

構築 
  

図表 54 公共交通会議での主な意見 

図表 55 公共交通ネットワークの現状を踏まえた公共交通の課題 
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V. 井原市地域公共交通網形成計画（前計画）の検証 

1  網 形 成 計 画 の 概 要  

(1) 基本理念と基本方針 

①  計画の基本理念 
公共交通を、誰もが自立した生活を送ることができる「生活交通」として位置づけ、みんなで

守り、育て、未来に残す 
 

②  計画の基本方針 
基本方針 1：まちづくりと連携した効果的・効率的な公共交通体系の構築 
基本方針 2：公共交通の安心感と利便性を高める利用環境の整備 
基本方針 3：地域との協働による公共交通の維持・存続 
 

③  計画の期間 
平成 28 年度〜令和 2 年度 
 

(2) 計画の目標と主な事業 

対応する 
基本方針 計画の目標 目標を達成するために行う事業 

基本方針１ 
 

まちづくりと
連携した効果
的・効率的な公
共交通体系の
構築 

① 地域特性や生活圏に
応じた使いやすい移
動手段の提供 

○ 「公共交通てくてくエリア」の拡大 
○ 予約型乗合タクシーの運行拡大 
○ 共助による移動手段確保策の導入に向けた検討 

② 幹線・支線・端末交通
の役割分担を踏まえ
た 生 活 交 通 ネ ッ ト
ワークの構築 

○ 通勤・通学や地域拠点への移動ニーズにあわせたサービスの提
供 

○ バスの路線・ダイヤの効率化 
○ 運行見直し基準に基づくサービス水準の適正化 

③ 交通結節点等におけ
る拠点機能の向上 

○ 地域拠点や交通結節点を核としたまちづくりの推進 
○ 交通結節点における乗り継ぎ改善 

基本方針 2 
 

公共交通の安
心感と利便性
を高める利用
環境の整備 

① 利用環境の改善 ○ 交通結節点における利用環境の改善 
○ バリアフリー化の推進 

② わかりやすい情報の
提供 

○ 住民に対する情報提供 
○ 観光客に対する情報提供 

③ 接遇と信頼性の向上 
○ 利用者の意見を把握しサービス改善に活かす仕組みの構築 
○ 乗務員の接遇向上 
○ 定時運行の確保 

基本方針 3 
 

地域との協働
による公共交
通の維持・存続 

① 公共交通の利用促進 ○ 公共交通を利用する意識の醸成 
○ 公共交通利用の意識啓発 

② 地域における活動と
の連携 

○ 地域で公共交通を支える仕組みの構築 
○ 地域の施設や催しとの連携による外出促進 
○ 地域住民が主体となった検討組織の育成 

③ 公共交通の持続的な
改善のための仕組み
づくり 

○ 公共交通に関する説明会や意見交換会の開催 
○ 事業の実施状況や目標の達成状況の検証 

  図表 56 網形成計画の計画体系 
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2  網 形 成 計 画 に お け る 数 値 指 標 の 検 証  

(1) 計画全体を通しての数値目標 

網形成計画では、個々の事業を総括する計画全体の数値指標を定めており、その検証結果は次の
とおりである。公共交通利用者数は大きく変化していないものの、依然として減少傾向が続いてお
り、目標であった「現状維持」は達成できなかった。 

  
①  数値指標 

公共交通の利用者数（バスの年間利用者数と、予約型乗合タクシーの年間利用者数の合算値） 
 

②  網形成計画策定時の現状値と目標値 
現状値：381 千人（平成 26 年度）→目標値：現状維持（令和 2 年度） 
 

③  結果 
＜未達成＞ 375 千人（令和元年度） 
 
 

(2) 各目標における数値指標の達成状況と事業実施状況 

網形成計画に基づき事業を実施した結果、9つの数値指標のうち6つが達成されている。 
各目標に対する数値指標の検証結果は次のとおりである。 

 
①  まちづくりと連携した効果的・効率的な公共交通体系の構築 ＜基本方針 1＞ 

計画の目標 目標に対する 
数値指標 目標値 現状値 

（令和元年度時点） 対応する事業の実施状況 

① 地域特性や生
活圏に応じた
使いやすい移
動手段の提供 

「公共交通てく
てくエリア」の
人口割合 

100% 
 

＜計画策定時＞ 
90％（平成 22
年国勢調査） 

【未達成】 
92.5％ 

○ 路線バスでカバーできない
公共交通空白地域に対して
「予約型乗合タクシー」を導
入し、エリアを拡大 

○ 共助による移動手段確保策
の導入に向けた検討は未実
施 

② 幹線・支線・
端末交通の役
割分担を踏ま
えた生活交通
ネットワーク
の構築 

市中心部まで公
共交通を利用し
て 60 分以内に
移動できる集落
の割合 

80% 
 

＜計画策定時＞ 
67％（平成 25
年 10 月時点） 

【未達成】 
69％ 

○ 運行見直し基準に基づきバ
ス路線を毎年度検証 

○ ニーズに合わせたサービス
提供の一環として、井原あい
あいバスの運行経路の見直
しや時刻調整等を実施 

③ 交通結節点等
における拠点
機能の向上 

都市拠点の交通
結節点における
交流スペースの
の利用回数 

60 回/年 
 

＜計画策定時＞ 
41 回/年（平成
26 年度実績） 

【達成（見込）】 
168 回/年 

（令和元年度実績） 

○ 交通結節点の交流スペース
は習い事や学習塾、会合等で
活用 

○ 鉄道とバスとの乗り継ぎ時
刻の調整や、幹線と支線、支
線と端末交通との乗り継ぎ
時刻調整を推進 

 
 

  

図表 57 網形成計画(基本方針１)における事業の実施状況 
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②  公共交通の安心感と利便性を高める利用環境の整備 ＜基本方針 2＞ 

計画の目標 目標に対する 
数値指標 目標値 現状値 

（令和元年度時点） 対応する事業の実施状況 

① 利用環境の改
善 

交通結節点にお
ける利用環境の
改善箇所数 

5 件 
（少なくとも年
に 1 件は実施） 

 
＜計画策定時＞ 
基準値なし 

【達成（見込）】 
4 件 

（令和元年度実績） 

○ 交通結節点の案内看板やバ
ス停での時刻案内等を必要
に応じて改善 

○ 車両のバリアフリー化、バス
停や施設での時刻表の掲示
を実施 

② わかりやすい
情報の提供 

「公共交通かわ
ら版」の発行回
数 

6 回/年 
 

＜計画策定時＞ 
4〜5 回/年（不
定期に発行） 

【達成（見込）】 
6 回/年 

（令和元年度実績） 

○ 「公共交通かわら版」やバス
マップを定期的に発行 

○ 民間路線バスと井原あいあ
いバスの時刻表とバスマッ
プが一体となった「いばらお
でかけバスマップ」を作成 

○ 広告入りの井原あいあいバ
スの時刻表を発行 

③ 接遇と信頼性
の向上 

バス利用者アン
ケ ー ト に お い
て、乗務員の接
遇に不満を感じ
る人の割合 

10％以下 
 

＜計画策定時＞ 
32％（平成 28
年 1 月時点） 

【達成（見込）】 
5％ 

（令和元年度実績） 

○ バス乗務員の接遇研修等を
実施 

○ 毎年度バス利用者への調査
を実施し、接遇に対する満足
度の向上を確認 

 
 
 

③  地域との協働による公共交通の維持・存続 ＜基本方針 3＞ 

計画の目標 目標に対する 
数値指標 目標値 現状値 

（令和元年度時点） 対応する事業の実施状況 

① 公共交通の
利用促進 

バス体験学習
会の参加者の
うち、年度内に
バスに乗った
生徒の割合 

75％ 
 

＜ 計 画 策 定 時 ＞
57％（平成 26 年
度実績） 

【未達成】 
48％ 

（令和元年度実績） 

○ 幼稚園や児童クラブ等を中
心に「バス体験学習会」を毎
年度実施 

○ 啓発チラシ・グッズによる公
共交通利用を推進 

○ 公共交通祭りを毎年度開催 

② 地域における
活動との連携 

バス停サポー
ター制度の導
入箇所数 

15 箇所 
（3 か所×5 年間） 

 
＜計画策定時＞ 
基準値なし 

【達成（見込）】 
12 箇所 

（令和元年度実績） 

○ 地元企業や団体、施設に対し
てバス停サポーター参画へ
の働きかけを実施 

○ 井原バスセンターの多目的
室の活用を積極的に呼びか
け 

③ 公共交通の持
続的な改善の
ための仕組み
づくり 

住民説明会や
意見交換会の
開催件数 

3 回/年 
 

＜計画策定時＞ 
基準値なし 

【達成（見込）】 
3 回/年 

（令和元年度実績） 

○ 公共交通会議を定期的に開
催 

○ 住民との意見交換会や予約
型乗合タクシーに関する説
明会を各地で開催 

○ 高齢者を対象に公共交通に
関する周知・説明会を開催 

○ バスの乗降調査を実施 

 
 
 

図表 58 網形成計画(基本方針２)における事業の実施状況 

図表 59 網形成計画(基本方針３)における事業の実施状況 
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(3) 数値指標の検証結果から見た課題 

数値指標の検証結果を踏まえた課題は次のとおりである。中でも、基本方針1に対応した2つの
目標の達成は、網形成計画で設定した事業の推進だけでは困難な状況にある。 

 

基本方針 検証結果及び計画期間の総括 課題 

基本方針１ 
まちづくりと連携し
た効果的・効率的な
公共交通体系の構築 

○ 「公共交通てくてくエリアの人口割
合」は現在 92.5％で未達成（目標：
100％） 

○ 「市中心部まで公共交通を利用して
60 分以内に移動できる集落の割合」は
現在 69％で未達成（目標：80％） 

○ 「交通結節点における交流スペー
スの利用回数」は達成できる見込み 

○ 「公共交通てくてくエリアの人口割
合」を 100％にする目標は、現在の予
約型乗合タクシーを部分的に導入する
方法では達成が困難 

○ 「交通結節点における交流スペース利
用回数」は目標値を大きく上回ってい
るが、井原バスセンター以外の取組を
広げることが必要 

基本方針 2 
公共交通の安心感と
利便性を高める利用
環境の整備 

○ 「交通結節点における利用環境の改善
箇所数」は目標を達成できる見込み 

○ 「公共交通に関する情報発信数」は目
標を達成できる見込み 

○ 「乗務員の接遇に不満を感じてい
る人の割合」は目標を達成できる見
込み 

○ 着実に事業に取り組んできた結果、数
値目標は達成している 

○ 今後は、必要な事業を継続的に取り組
むことが重要 

基本方針 3 
地域との協働による
公共交通の維持・存
続 

○ 「バス体験学習会の参加者のうち、年
度内にバスに乗った生徒の割合」は未
達成（目標：75％） 

○ 「バス停サポーター制度の導入箇所
数」は目標を達成できる見込み 

○ 「住民説明会や意見交換会の開催件
数」は目標を達成できる見込み 

○ バス体験学習会参加者の多くは小学生
以下であり、実際のバスの利用に繋げ
るためには大人（保護者）が一緒に乗っ
てもらうことが重要 

○ 「バス体験学習会」等を通じて、子ど
もだけでなく保護者や周囲の大人の意
識や行動の変容を図るための工夫が必
要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図表 60 数値指標の検証結果を踏まえた課題 
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3  網 形 成 計 画 策 定 時 に お け る 課 題 の 現 状  

網形成計画に挙げられた10つの課題に対して、計画策定後にどのように変化があったか検証を
行った。結果は次のとおりである。 

 

(1) 効率的な運行や確保・維持に係る負担額 

網形成計画の課題 網形成計画策定時の状況 現在の状況 

課題１ 
バスの効率的な運行 

○ 実際のサービス水準（便数等）と利用
実態との間に乖離が生じていた 

○ 課題への対応として運行見直し基準に
基づくサービス水準の適性化や通学や
買い物・通院等の移動ニーズに応じた
サービスの提供を推進 

○ 「縮小」の運行見直し基準に該当して
いる路線が存在 

○ 計画期間中はスクールバス間合い運行
等を理由に「縮小」の運行見直し基準
に該当しているバス路線の見直しを見
送っている 

課題 2 
公共交通に対する市
の負担額の抑制 

○ 公共交通の維持・存続のための市の支
出額は増加傾向にあった 

○ 公共交通に係る市の支出額は網形成計
画策定時より増加 

○ 厳しい財政状況の中で、市の支出額を
抑える目標等は設定されていない 

     

(2) 多様な移動ニーズへの対応 

網形成計画の課題 網形成計画策定時の状況 現在の状況 

課題 3 
地域や目的によって
異なる移動ニーズへ
の対応 

○ 地域によって移動の目的やニーズ、需
要量が異なっていた 

○ 地域特性に応じたきめ細かなサービス
の必要性が高まっていた 

○ 網形成計画策定時と同様に地域によっ
て需要や目的地等が異なっている 

○ きめ細やかなサービスとして予約型乗
合タクシーの導入を進めているが、利
用者は少数で、運行日や運行時間帯、
電話予約のしやすさ等について利用者
からの改善の要望がある 

○ 自由に使える車がない人は、予約型乗
合タクシーの「運行エリアの拡大」の
要望が多い（下図） 

 
 

 自由に使える車を持っていな
い人のおよそ 33.7％が運行
エリアの拡大が必要であると
回答した。 

 
 
 
 
 
 
 
 

資料：住民アンケート調査（R1 年 12 月）による 

 

  

17.5%

33.7%

26.6%

19.5%

8.8%

53.9%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運行日を増やす

運行エリアの拡大

運行便数を増やす

現在よりも安価な金額での利用

スマートフォン等による予約

わからない

その他

※複数回答
(n=297)

図表 61 網形成計画策定時の課題と現在の状況（1） 

図表 62 網形成計画策定時の課題と現在の状況（2） 

図表 63 自由に使える車を持っていない人の予約型乗合タクシーに対する改善要望 
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(3) 利用環境の整備 

網形成計画の課題 網形成計画策定時の状況 現在の状況 

課題 4 
自由に使える車を
持っていない人が円
滑に移動できるため
の利用環境の整備 

○ 「鉄道・バスとの乗り継ぎ」「運行間
隔」が重点的に改善すべき項目とされ
ていた 

○ 鉄道のダイヤ改正に合わせたバスの時
刻調整を実施してきたが、「鉄道・バ
スとの乗り継ぎ」は重点的に改善すべ
き項目に該当（満足度は若干増加） 

○ 乗り継ぎ以外では「運行間隔」「運行
本数」の重要度が上昇し、重点的に改
善すべき項目に該当 

 
 

 満足度が低く重要度が高
い項目（重点的に改善すべ
き項目）は、「バスとの乗
り継ぎ」「鉄道との乗り継
ぎ」「運行間隔」「運行本数」
である。 

 
 
 
 
 
 

    
 

資料：住民アンケート調査（R1 年 12 月・H25 年 11 月）による 

 

(4) 意識の醸成や地域との連携 

網形成計画の課題 網形成計画策定時の状況 現在の状況 

課題５ 
公共交通を将来に残
すための積極的な利
用と意識の啓発・醸
成 

○ 積極的に利用したいと思う人は多くな
かった 

○ 自らの問題として捉えてもらうための
取組を計画することとなった 

○ バス体験学習会等の利用促進を実施 
○ 一方で、住民アンケート調査の結果か

ら、積極的な利用の意識づけは進んで
いない（下図） 

課題９ 
地域が連携して公共
交通を支え、改善し
ていくための仕組み
の構築 

○ 定期的に公共交通会議を開催し、協
議・報告 

○ 積極的に地域の意見交換を行う場づく
りは進めていなかった 

○ 公共交通に関する説明会、公共交通会
議等を継続的に実施 

○ 地域住民との意見交換等は、行政から
の一方的な発信になりがち 

 
 

 公共交通の維持・存続のため、
バスを積極的に利用しようと
思う人の割合（「とてもそう思
う」「まあそう思う」の合計）
は、平成 25 年の前回調査か
らほとんど変化していない。 
 
 

資料：住民アンケート調査（R1 年 12 月・H25 年 11 月）による 

運行本数

始発時間

終発時間

行ける範囲

鉄道との乗り継ぎ
バスとの乗り継ぎ

運行間隔

定時性

情報提供

自宅からバス停までの距離
バス停の間隔

待合環境 運賃

運転士の対応

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

満
足
度
偏
差
値

重要度偏差値

維持

改善 重点改善

重点維持

運行間隔（前回）

バスとの乗り継ぎ
（前回）

鉄道との乗り継ぎ（前回）

運行本数（前回）

9.3%

9.9%

27.4%

27.7%

29.5%

28.5%

21.2%

21.1%

12.6%

12.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1年調査(n=2,837)

H25年調査(n=3,096)

とてもそう思う まあそう思う どちらでもない あまりそう思わない 全くそう思わない

図表 64 網形成計画策定時の課題と現在の状況（3） 

図表 65 自由に使える車を持っていない人が不満を感じている点 

図表 67 バスを積極的に利用したいと思うか 

図表 66 網形成計画策定時の課題と現在の状況（4） 
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(5) 安全・安心な公共交通サービスの提供 

網形成計画の課題 網形成計画策定時の状況 現在の状況 

課題７ 
安全・安心な運行
サービスの提供と、
乗務員の接遇向上 

○ 時間通りの運行や、乗務員の接遇向上
に対して改善を求める意見を把握して
いた 

○ 必要に応じたバスのダイヤ調整や研修
等を実施している 

○ 住民アンケート調査では、バス乗務員
の接遇に対する利用者の不満の割合は
ほとんど変化していない（下図） 

 
  

 運転手の対応が良くないと思
う人の割合（「とてもそう思う」
「まあそう思う」の合計）は、
平成 25 年の前回調査からほ
とんど変化していない。 

 
 
 

資料：住民アンケート調査（R1 年 12 月・H25 年 11 月）による 

 

(6) 公共交通の情報提供 

網形成計画の課題 網形成計画策定時の状況 現在の状況 

課題８ 
路線やダイヤ、公共
交通に関する様々な
取組等についての情
報提供 

○ 「公共交通かわら版」や時刻表・バス
マップの発行等により、情報提供の機
会は徐々に増加 

○ 機会の提供だけではなく継続性が求め
られていた 

○ 「公共交通かわら版」や新たな形態の
時刻表・バスマップ等を定期的・継続
的に発行できていた 

○ 一方で住民アンケート調査結果から、
バス利用者への情報提供を行っている
が、自由に使える車を持っていない人
には、十分に情報が届いていない可能
性がある（下図） 

 
  

 自由に使える車を持っていな
い人の情報提供が不十分だと
思う割合（「とてもそう思う」
「まあそう思う」の合計）は、
平成 25 年の前回調査からほ
とんど変化していない。 

 
 
 

資料：住民アンケート調査（R1 年 12 月・H25 年 11 月）による 

 
 
 

  

2.5%

2.9%

3.5%

4.2%

53.4%

53.1%

20.3%

21.3%

20.3%

18.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1年調査(n=1,836)

H25年調査(n=2,143）

とてもそう思う まあそう思う どちらでもない あまりそう思わない 全くそう思わない

図表 68 網形成計画策定時の課題と現在の状況（5） 

図表 69 運転手の対応がよくないと思うか 

図表 70 網形成計画策定時の課題と現在の状況（6） 

図表 71 情報提供が不十分だと思うか（自由に使える車を持っていない人のみ） 

15.5%

9.1%

16.4%

20.0%

39.8%

41.7%

15.5%

17.7%

12.8%

11.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1年年調査(n=226)

H25年調査(n=350）

とてもそう思う まあそう思う どちらでもない あまりそう思わない 全くそう思わない
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(7) 外出促進や生活の質向上への寄与 

網形成計画の課題 網形成計画策定時の状況 現在の状況 

課題６ 
移動機会を増やすこ
とによる住民の外出
促進 

○ 「井原市地域公共交通総合連携計画」
の検証から、地域の拠点・結節点での
交流が外出促進に繋がることを把握 

○ 交通結節点における交流スペース活用
を促進し、活用回数は増加しているが
一方で活用団体が固定化している 

○ まちづくりとの連携による外出促進を
狙った取組は実施できていない 

課題１０ 
「空間的・時間的な
利用のしやすさ」の
視点に立った、住民
の生活の質を高める
公共交通ネットワー
クの実現 

○ 公共交通空白地区（バス停等から 1km
圏外）が解消された 

○ 次のステップとして、「公共交通てく
てくエリア」を市全域に広げていくこ
とを重点事業とした 

○ 「公共交通てくてくエリア」の拡大は
大きくは進んでいない 

○ 移動に対する不安感は増大しており、
「生活の質」を高める公共交通を目指
すためには不安感の解消が必要（下図） 

 
 

 将来の移動手段について不安
に感じている人の割合（「とて
も不安である」「少し不安であ
る」の合計）は、前回調査に
比べて 15 ポイント程度増加
している。 

 
 
 

資料：住民アンケート調査（R1 年 12 月・H25 年 11 月）による 

4  網 形 成 計 画 の 検 証 を 踏 ま え た 課 題 の 整 理  

網形成計画における数値指標の達成状況の検証や、計画策定時からの課題の変化の検証を踏まえ
た公共交通の課題を次のように整理する。 

 
網形成計画の検証を踏まえた課題 課題解決のために必要な事項 

公共交通に関する市の財政負担額の抑制 ○ 財政負担額を抑えるための数値目標の設定 
○ バス路線の効率化 

自由に車を使うことができない人(高齢
者や障がいのある人等）の移動ニーズへ
の対応 

○ 「乗り継ぎ」「運行間隔」「運行便数」の継続的な改善 
○ 予約型乗合タクシーのサービス水準の見直し 

公共交通の積極利用に繋がる意識の醸成 ○ ターゲットに応じた公共交通の利用促進 
○ 意識の醸成に向けた地域との連携 

公共交通を安全に、安心して利用できる
環境の整備 

○ 接遇や定時性の向上に向けた継続した取組 
○ 利用者への情報提供等、利用しやすい環境の構築 

公共交通の情報発信 ○ 定期的な情報提供と情報提供機会の確保 
○ 提供する情報の質の向上 

「いきいきと暮らせるまち」の実現に寄
与する公共交通網の構築 

○ 「公共交通てくてくエリア」の範囲外の地域を「公共交通不便地
域」と定義し、それらを解消 

○ 他分野（福祉、観光等）との連携 
○ 移動に対する不安感の解消 

  

42.6%

26.9%

41.2%

42.1%

7.1%

12.3%

7.0%

13.5%

2.2%

5.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R1年調査(n=3,006)

H25年調査(n=3,281)

とても不安である 少し不安である どちらでもない あまり不安はない 全く不安はない

図表 72 網形成計画策定時の課題と現在の状況（7） 

図表 73 将来の移動手段についての不安 

図表 74 網形成計画の検証を踏まえた公共交通の課題 
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VI. 公共交通の役割と課題の整理 

1  公 共 交 通 の 役 割  

本市において公共交通が果たすべき役割は、次のとおり整理することができる。 

(1) 地域住民の移動手段の確保 

 住民の日常生活における移動手段の確保 
 自由に使える自動車を持っていない人の移動手段の確保 
 生徒が安全かつ確実に通学できる移動手段の確保 

(2) まちのにぎわいの創出と交流の活発化 

 近隣市町との広域連携 
 交通結節点が地域の拠点機能を果たすことによる、まちのにぎわいの創出 
 移動利便性の向上による人の交流の活発化 

(3) 人や環境に優しいまちづくりの推進 

 住民が負担を感じることなく気軽に利用できる移動サービスの提供 
 外出機会の増大を通じた健康増進や介護予防 
 自家用車に依存しない生活スタイルの実現による環境負荷の低減 

2  課 題 の 整 理  

前章までに整理した公共交通を取り巻く現状と、本市において公共交通が果たすべき役割とを比
較すると、今後取り組むべき課題は次のとおり整理することができる。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公共交通の役割 

 

地域住民の移動手段の確保 

課題1 バス路線の見直し・効率化 
課題2 地域によって異なる「公共交通の利用しやすさ」の改善 
課題3 地域の実情に応じた公共交通サービスの提供 
課題4 公共交通ネットワークの確保・維持 

まちのにぎわいの創出と 
交流の活発化 

人や環境に優しい 
まちづくりの推進 

課題5 公共交通に関する市の財政負担額の抑制 
課題6 自由に車を使うことができない人(高齢者や障がいのある人等）の移動ニーズへの対応 
課題7 公共交通の積極利用に繋がる意識の醸成 
課題8 公共交通を安全に、安心して利用できる環境の整備 
課題9 公共交通の情報発信 
課題10 「いきいきと暮らせるまち」の実現に寄与する公共交通網の構築 

現状分析の結果を踏まえた課題 

網形成計画の検証結果を踏まえた課題 

図表 75 今後取り組むべき課題 
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VII. 井原市地域公共交通計画の基本的な方針と目標及び数値指標 

1  計 画 の 基 本 理 念 ・ 基 本 方 針  

(1) 計画の基本理念と基本方針 

前章までの整理・分析結果を踏まえ、計画の基本理念と基本方針を次のとおり定める。 
 
 
 
 
 

基本方針１ 地域特性に対応した公共交通体系の構築 

基本方針２ 誰もが利用しやすい公共交通の環境づくり 

基本方針３ 連携や協働による公共交通の確保・維持 

 

(2) 拠点及び交通結節点の位置づけとそれぞれの交通モードが担う役割 

上位・関連計画における方向性や公共交通の利用実態等を踏まえ、計画における拠点や交通結節
点の位置づけと、鉄道、バス、予約型乗合タクシーといったそれぞれの交通モードが担う役割を次
のとおり定義する。 

 
①  拠点及び交通結節点の位置づけ 

 
分類 定義及び該当する範囲・場所等 

都市拠点 井原地区の市街化区域 

生活コミュニティ
拠点 芳井地区の南部、美星地区の中央部 

主要交通結節点 

鉄道、バス、予約型乗合タク
シーが相互間で円滑に乗り継
ぐことができる拠点のうち、
徒歩や自転車等で多くの人が
アクセスすることができる場
所 

○ 井原バスセンター 
○ 井原駅 
○ 芳井支所 
○ 芳井マーケット 
○ 美星支所 
○ 美星診療所前 
○ 美星産直プラザ 

交通結節点 
鉄道、バス、予約型乗合タク
シーが相互間で円滑に乗り継
ぐことができる場所 

○ 早雲の里荏原駅 
○ 子守唄の里高屋駅 
○ 宮の端バス停 

   

  

《基本理念》 

誰もが自立し、住み慣れた地域で暮らすための公共交通を構築し、未来に残す 

図表 76 拠点及び交通結節点の位置づけ 
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②  本計画の対象とする公共交通が担う役割 
 

役割 交通手段 該当する路線・区間等 

① 
○ 隣接市町との広域的な移

動・連携を支える 
○ 広域の需要に対応（通学・通

勤・観光等） 

鉄道 【井原鉄道】 
井原線 

民間路線バス（広域幹線） 

【井笠バスカンパニー】 
笠岡〜井原線 
井原〜福山線 

【北振バス】 
矢掛〜美星産直プラザ線 

② 
○ 地域の拠点間を結ぶことで

市の骨格を形成する 
○ 市内の地域間移動の需要に

対応 

民間路線バス（市内幹線） 

【北振バス】 
芳井方面への路線のうち、井原バス
センター〜芳井支所の区間 
美星方面への路線のうち、井原バス
センター〜美星支所の区間 

③ ○ 広域幹線や市内幹線を補完
し、拠点と集落を結ぶ 

民間路線バス（支線） 
井原あいあいバス 
一般混乗可能なスクールバス 

都市拠点・生活コミュニティ拠点及
び主要交通結節点と、地域内の集落
を結ぶ路線 

④ ○ 車で移動できない住民の買
い物、通院等の移動を支える 予約型乗合タクシー バスによって交通手段が確保でき

ていない地域 

 
   

③  公共交通と連携する交通手段の役割 
本計画の対象とする公共交通と連携して、住民の移動を確保する交通手段の役割を次のとおり

定義する。 
 

役割 交通手段 

○ 鉄道、バス及び予約型乗合タクシーが担う役割
では対応しきれない、よりきめ細やかな需要に
対応する 

タクシー（一般乗用） 

○ 障がいや要介護等のため、本計画の対象とする
公共交通やタクシーを一人で利用できない住民
の買い物、通院等の移動を支える 

福祉有償運送 

福祉タクシー 

 

  

図表 77 本計画の対象とする公共交通が担う役割 

図表 78 公共交通と連携する交通手段の役割 
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(3) 公共交通の将来イメージ 

本計画において目指す公共交通の将来イメージを次のとおり定義する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

井原バスセンター

井原鉄道

芳井支所

美星支所等

井原駅 早雲の里荏原駅
子守唄の里高屋駅

至）笠岡
至）福山

至）矢掛

至）総社

井原バスセンター芳井支所

美星支所等

井原駅 早雲の里荏原駅
子守唄の里高屋駅

井原地区
芳井地区

美星地区

井原バスセンター

芳井支所

美星支所等

井原駅

早雲の里荏原駅

子守唄の里高屋駅

芳井地区

美星地区

井原地区

・・・都市拠点

・・・生活コミュニティ拠点

・・・主要交通結節点

・・・交通結節点

図表 79 公共交通の将来イメージ 

役割：①② 
鉄道、民間路線バス 
（広域幹線・市内幹線） 

役割：③ 
民間路線バス（支線） 
井原あいあいバス 
一般混乗可能なス
クールバス 

役割：④ 
予約型乗合タクシー 
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2  市 と し て 目 指 す サ ー ビ ス 水 準  

公共交通の将来イメージを実現し、公共交通の役割を果たしていくため、市として目指すサービ
ス水準を次のとおり設定する。 

 
市として目指す公共交通のサービス水準 

市内の公共交通サービス水準として、次のサービス水準を目指す。 
○ 毎日 2 回、市内のどこからでも市の中心まで往復できる便数を確保する 
○ 市中心部まで公共交通を利用して 60 分以内に移動できる 

   

3  計 画 の 目 標 及 び 数 値 指 標  

(1) 計画全体の目標と数値指標 

個々の事業を総括する計画全体の目標と数値指標を、次のとおり定める。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

バスと予約型乗合タクシーの利用者数を維持する 

バスの年間利用者数と、予約型乗合
タクシーの年間利用者数の合算値 
（前年10月〜当年9月末） 

375千人 
（令和元年度実績） 

現状維持 

数値指標と算出方法 現状値 
目標値 

（令和7年度） 

  計画全体の 
目標 

図表 80 市として目指す公共交通のサービス水準 
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(2) 基本方針を実現するための目標と数値指標 

計画の基本方針に対応した目標と数値指標を、次のとおり定める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

図表 81 基本方針を実現するための目標と数値指標 

地域特性に対応した公共交通体系の構築 基本方針１ 

誰もが利用しやすい公共交通の環境づくり 

連携や協働による公共交通の確保・維持 

基本方針２ 

基本方針３ 

持続可能な公共交通ネット
ワークの形成 

目 標 １ 数値指標 

公共交通の確保・維持に係る利用者 
1人あたりの市支出額 

予約型乗合タクシーの 
運行区域拡大と利便性の向上 

目 標 ２ 数値指標 

予約型乗合タクシーの1便あたりの 
平均利用者数 

きめ細やかな情報提供 

目 標 １ 数値指標 

公共交通に関する情報発信件数 

安心して利用できる 
環境づくり 

目 標 ２ 数値指標 

バスの待合環境や乗務員の接遇に満足を
感じている人の割合  

公共交通の利用促進 

目 標 １ 数値指標 

バス体験学習会及びバス体験ワーク
ショップの開催回数 

   

地域やまちづくりとの連携 

目 標 ２ 数値指標 

公共交通を利用したお出かけの頻度 

公共交通の持続的な 
改善のための仕組みづくり 

目 標 ３ 数値指標 

住民説明会や意見交換会の開催件数    
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VIII. 目標達成のために行う事業及びその実施主体 
 
 
 
 
   

対応する課題 課題 1、課題 3、課題 4、課題 5、課題 6、課題 10 

対応する事業 

○ バス路線の効率化 
○ 移動実態やニーズを踏まえた利便性の向上 
○ 福祉や教育の分野と連携した移動手段の確保 
○ 運行見直し基準に基づくサービスの改善・適正化 
○ 新たなバス運賃体系の検討 

数値指標 

公共交通の確保・維持に係る利用者 1 人あたりの市支出額 
※鉄道と福祉有償運送に係る支出を除く 

算出方法：市で把握し実績を基に算出 

現状値：400 円/人（令和元年度） 目標値：現状維持（令和 7 年度） 

 
主な事業内容 

事業① バス路線の効率化 
○ 利用実態に応じて、バス路線の見直しを行う。 
○ 見直しにあたっては、次に該当する路線を対象に検討を行う。 

 
見直しを検討する路線 

○ 末端区間において利用者が少ない路線 
○ 通学目的以外の利用者が少ない路線 
○ 網形成計画を策定した平成 27 年度以降、著しく利用の少ない状態が続いている路線 等 

 
 

事業② 移動実態やニーズを踏まえた利便性の向上 
○ 児童・生徒の通学利用が見込まれるバス路線について、学校の登下校や部活動の時刻

に合わせた時刻調整を行う。 
○ バスのダイヤについて、通院や買い物等の利用目的に配慮した時刻調整を行う。 
○ 井原駅における鉄道とバスとの乗り継ぎについて、待ち時間が概ね 15 分以内となる

ようダイヤ改正等に合わせた調整を行う。 
○ 交通結節点におけるバスとバス、バスと予約型乗合タクシー及びスクールバス一般混

乗路線との乗り継ぎについて、待ち時間が概ね 15 分以内となるようダイヤ改正等に
合わせた調整を行う。 

  

 持続可能な公共交通ネットワークの形成 
 

目 標 １ 

地域特性に対応した公共交通体系の構築 基本方針１ 

図表 82 バス路線見直しにおける考え方 
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事業③ 福祉や教育の分野と連携した移動手段の確保 
○ 福祉有償運送や福祉タクシーの活用等により、

福祉分野と連携して地域の移動手段の確保・
充実を図る。 

○ 一般混乗が可能なスクールバスを活用して、
地域の移動手段を確保する。 

 

 

 
  

事業④ 運行見直し基準に基づくサービスの改善・適正化 
○ 運行見直し基準に基づき、利用が少なく採算性の低いバス路線の見直し（減便、時刻

調整、区間の短縮、他の交通手段への転換）を行う。 
○ 同じく、運行見直し基準に基づき、利用の多いバス路線の見直し（増便、時刻調整等）

を行う。 
 

【運行見直し基準の概要】 

適用対象 
民間路線バス、井原あいあいバス 
 

集計期間 
10 月〜翌年 9 月 
 

運行見直し基準 
 

 
 1 便あたり利用者数  

（乗合が成立するための 
一定の利用はあるか） 

収支率 
（採算性は妥当であるか） 

民間路線バス 
拡大 10.0 人/便以上  80%以上 

縮小 2.0 人/便未満  20%未満 

井原あいあいバス 
拡大 10.0 人/便以上   

縮小 3.0 人/便未満  

 
    
 市域をまたぐ路線の 1 便あたり利用者数については、市内区間の実績を参考とする。 
 スクールバスの間合い運用等、ダイヤに制約がある路線は、弾力的に判断する。 
 利用者数が縮小の基準を上回るまで回復した場合は、縮小前のサービス水準に戻すことを検討

する。 
 市域をまたがる路線については、隣接市町と協調して、増便・減便を検討する。 
 想定しない形で路線の維持が困難となった場合、その路線の必要性や補完体制等を検討する。 

  

かつ 
(and) 

図表 84 公共交通の運行見直し基準 

図表 83 美星地区における福祉有償運送の取組 



 

 46 

運行見直し基準の運用フロー  
①【拡大】の基準に該当する場合 

 
n 年度 
 
1 月 
 
 
2 月 
 
 
 
 

 

n+1 年度 
 
 
 
7 月 
 

 

 
 
 
 
 
1月 
 
 
 
2 月 
 
 

 

n+2 年度 
4 月 

 

 

 

  

見直し基準の運用開始 実績集計対象期間… n-1年10月～n年9月 

 

Yes （上回った場合） 

 

 

 
見直しの対象外 

期間：半年間（n+1 年 8月～n+2年 1 月） 

 

n年度 実績報告 

 

 

2月の公共交通会議において協議 

利用状況検証期間 

 
期間：n+1年 2 月～7 月 

 

7月の公共交通会議において協議 

ア）拡大の基準

を上回るか 

見直し案の検討及び再検証期間 

 

見直しの対象外 

 

2月の公共交通会議において協議 

 

 検証期間中における利用者数の把握 
 詳細な利用実態の調査 

 見直しの妥当性検討 

 

イ）拡大は妥当

であるか 

見直し案に基づく運行開始（増便等） 

 利用状況に関する追跡調査 
 見直し案の作成 

 住民への周知・意見交換 
 運行事業者との調整 
 関係市町との調整 

 

 

ウ）拡大を実施

するか 

 

 
見直しの対象外 

Yes（見直し案の決定） 
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②【縮小】の基準に該当する場合 
 

n 年度 
 
1 月 
 
 
2 月 
 
 
 
 

 

n+1 年度 
 
 
 
 
 
10 月 
 

 

 

 
1月 
 
 
 
2 月 
 
  

 

n+2 年度 
4 月 

 

 

 

 

  

図表 85 公共交通の運行見直し基準の運用フロー 

期間：n+1年2月～9月 

 

見直し基準の運用開始 実績集計対象期間… n-1年10月～n年9月 

Yes （下回った場合） 

 

n年度 実績報告 

ア）縮小の基準

を下回るか 

利用状況検証期間 

 

2月の公共交通会議において協議 

 検証期間中における利用者数の把握 

 利用促進策の検討・実施 
 住民への周知・意見交換 
 見直しの妥当性検討 

見直しの対象外 

 

10月の公共交通会議において協議 

見直しの対象外 

 

期間：最長4ヶ月間（n+1年10月～n+2年1月） 

 

見直し案の検討及び再検証期間 

 

2月の公共交通会議において協議 

 利用状況に関する追跡調査 
 見直し案の作成 

 利用促進策の検討・実施 
 住民への周知・意見交換 
 運行事業者との調整 

 関係市町との調整 

No 

Yes（見直し案の決定） 

 

ウ）縮小を実施 

するか 

イ）縮小は 

妥当であるか 

見直し案に基づく運行開始（減便・休廃止等） 見直しの対象外 
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事業⑤ 新たなバス運賃体系の検討 
○ 公共交通の利用者層を拡大するため、路線

バスを対象とした定額運賃サービス等の新
たな運賃体系の導入を検討する。 

 
 
 
 

 
  事業内容・事業主体・実施時期 

 
事業内容 事業主体 実施時期 

バス路線の効率化 交通事業者、井原市 
令和 3 年度より検討 
予約型乗合タクシーの拡大に合わせ
て段階的に実施 

移動実態やニーズを踏まえた 
利便性の向上 交通事業者、井原市 令和 3 年度より継続実施 

福祉や教育の分野と連携した移動
手段の確保 

交通事業者、井原市、住民、 
NPO 法人 令和 3 年度より検討 

運行見直し基準に基づくサービス
の改善・適正化 交通事業者、井原市 令和 3 年度より継続実施 

新たなバス運賃体系の検討 交通事業者、井原市 令和 3 年度より検討 
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対応する課題 課題 2、課題 3、課題 4、課題 6、課題 10 

対応する事業 
○ 運行区域の拡大とサービス改善 
○ 予約方法の改善 
○ 利用しやすい移動手段にしていくための仕組みづくり 

数値指標 

予約型乗合タクシーの 1 便あたりの平均利用者数   

算出方法：市で把握し実績を基に算出 

現状値：1.1 人/便（令和元年度） 目標値：1.3 人/便（令和 7 年度） 
  

主な事業内容 

事業① 運行区域の拡大とサービス改善 
○ 予約型乗合タクシーの運行区域を、財政負担等

を考慮しながら市全域に段階的に拡大する。 
○ 予約型乗合タクシーの運行する曜日や時刻等

を、移動の実態やニーズに合わせて改善する。 
○ 現行の 1 乗車あたりの運賃を基本として、輸

送距離が地区間を超えて長大になる場合等を
想定し、適切な運賃設定を検討する。 

○ 予約型乗合タクシーの予約・配車システムを導
入し、複数事業者での運行効率化を図る。 

    

【現行の予約型乗合タクシーのサービス内容】 

運行日 週２日（運行する曜日は事前のアンケート等により決定） 

運行便数 １日４便 

運 賃 大人（中学生以上）３００円 ※一部地域については５００円 
小学生 １５０円 ※一部地域については２５０円 

 
 

事業② 予約方法の改善 
○ 予約・配車システムによる予約窓口の一本化や、

現行では「乗車日の 1 週間前から」としてい
る予約受付期間を見直す等、利用者が予約しや
すい仕組みに改善する。 

○ 利用者が多い目的地（医療機関等）に予約端末
を設置する等、外出先で予約がしやすい環境を
整備する。 

 

  

 予約型乗合タクシーの運行区域拡大と利便性の向上 
 

目 標 ２ 

図表 87 現行の予約型乗合タクシーのサービス内容 

図表 86 井原市で運行している予約型乗合タクシー 

図表 88 予約・配車システムのイメージ 
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事業③ 利用しやすい移動手段にしていくための仕組みづくり 
○ 予約型乗合タクシーのサービスが適切に提供・運用されているかどうかを判断する基

準を設け、バスの運行見直し基準と同様に毎年検証を行う。 
○ 基準に該当する路線については、必要に応じて経由地や運行時間帯等の見直し、情報

提供・周知の改善を検討する。 
○ 判断基準に該当していない場合においても、地域の状況や利用実態に応じて柔軟に改

善を行う。 
 

【予約型乗合タクシーのサービス内容判断基準の概要】 

集計期間 
10 月〜翌年 9 月 
 

サービス内容判断基準 
 

 運行エリアの人口に 
占める実利用者の割合 
（地域内で一定の利用 

があるか） 

運行エリア人口 
1 人あたりの年間運行回数 
（地域の移動手段として 

機能しているか） 

経由地や運行時間帯等の見直し 
情報提供・周知の改善 

1.0％未満 
※運行エリア単位 

0.2 回/人未満 
※運行エリア単位 

 
   
 予約型乗合タクシーは、公共交通不便地域（これまで「公共交通てくてくエリア」としていた

エリアの範囲外）を解消する交通手段としての機能を持っているため、廃止を念頭に置いた見
直しは原則として行わない。 

 利用者数が多い便が毎年継続して存在する場合、定時運行への転換等を検討する。 
 

 
事業内容・事業主体・実施時期 

 
事業内容 事業主体 実施時期 

運行区域の拡大とサービス改善 交通事業者、井原市 
令和 3 年度より検討 
令和 3 年 10 月からのバス路線の効
率化に合わせて段階的に実施 

予約方法の改善 交通事業者、井原市 令和 3 年度より検討 
運行区域の拡大に合わせて実施 

利用しやすい移動手段にしていく
ための仕組みづくり 交通事業者、井原市 令和 3 年度より検討・実施 

図表 89 予約型乗合タクシーサービス内容判断基準 

かつ 
(and) 



 

 51 

 
 
 
 
   

対応する課題 課題 7、課題 8、課題 9 

対応する事業 
○ 定期的な情報提供 
○ 提供する情報の質の向上 
○ 情報発信手段の多様化 

数値指標 

公共交通に関する情報発信件数 
※「公共交通かわら版」の発行回数、SNS やインターネット、ケーブルテレビでの発信回数等 

算出方法：実施の都度、市が実績を把握 

現状値：６回/年（令和元年度） 
※「公共交通かわら版」の発行回数のみ 目標値：12 回/年（令和 7 年度までの毎年度） 

  
主な事業内容 

事業① 定期的な情報提供 
○ 「公共交通かわら版」を継続的に発行し、公共交通

に関する取組や公共交通の利用実態、計画に基づく
事業の実施状況について周知を行う。 

 

事業② 提供する情報の質の向上 
○ 地区単位の時刻表や買い物目的用の公共交通マッ

プの作成等、各地区の状況や利用目的に応じた情報
発信ツールを作成・展開する。 

○ 主要交通結節点から観光地までの行き方紹介等、観
光客向けの公共交通ガイドブックを作成・配布する。 

○ 時刻表や公共交通マップを運行内容の変更に合わ
せて更新する。 

 

事業③ 情報発信手段の多様化 
○ Google マップ等の経路検索サービスにおいて、公共交通の時刻や経路が検索できる

よう改善する。 
○ 「公共交通かわら版」に加え、SNS やケーブルテレビを活用した情報発信を行う。 
○ 商店や人の集まる施設に時刻表や路線図の掲示を行う。 

 
事業内容・事業主体・実施時期 

 
事業内容 事業主体 実施時期 

定期的な情報提供 交通事業者、井原市 令和 3 年度より継続実施 

提供する情報の質の向上 交通事業者、井原市、観光協会、 
観光施設等 令和 3 年度より継続実施 

情報発信手段の多様化 交通事業者、井原市 令和 3 年度より継続実施 

 きめ細やかな情報提供 
 

目 標 １ 

誰もが利用しやすい公共交通の環境づくり 基本方針２ 

図表 90 公共交通かわら版 
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対応する課題 課題 6、課題 8、課題 10 

対応する事業 

○ 安全性の向上 
○ 拠点や交通結節点の改善 
○ 公共交通に対する信頼性の確保 
○ 医療機関と連携した利便性の向上 

数値指標 

バスの待合環境や乗務員の接遇に満足を感じている人の割合 

算出方法：市民モニターを対象とした調査により満足度を把握し、算出 
※市民モニターを対象にした調査に係る事業内容は 55 頁に記載 

現状値： 初年度調査にて把握 目標値：前年度以上（令和 7 年度まで毎年度） 
  

主な事業内容 

事業① 安全性の向上 
○ 警察等と連携して、安全性が十分に確保されていないバス停を把握し、危険箇所の改

修・整備等を行う。 
○ 交通事業者と連携し、車両更新に合わせた車両のバリアフリー化（電動ステップ付き

車両の導入等）を推進する。 
 

事業② 拠点や交通結節点の改善 
○ 主要交通結節点と交通結節点における案内誘導サインの整備・改修、並びに時刻表や

路線図の掲示等を行う。 
○ 地域住民と連携し、バス停や待合室の清掃等、環境美化を行う。 

 

事業③ 公共交通に対する信頼性の確保 
○ 交通事業者と連携した研修を実施し、接遇の向上や

公共交通のイメージアップを図る。 
○ GPS 機器の設置等により、バスが定時運行されて

いるかどうかの常時計測を行う。 
 

事業④ 医療機関と連携した利便性の向上 
○ 医療機関のバス待合スペースにおいて、時刻表の掲

示や運行状況がわかるサイネージの整備を行う。 
○ 医療機関に予約型乗合タクシーの予約端末を設置

する。 
  

事業内容・事業主体・実施時期 
 

事業内容 事業主体 実施時期 

安全性の向上 交通事業者、井原市、警察 令和 3 年度より継続実施 

拠点や交通結節点の改善 交通事業者、井原市、住民 令和 3 年度より継続実施 

公共交通に対する信頼性の確保 交通事業者、井原市 令和 3 年度より継続実施 

医療機関と連携した利便性の向上 交通事業者、井原市、医療機関 
令和 3 年度より検討 
予約型乗合タクシーの運行区域の拡
大に合わせた実施を検討 

  

 安心して利用できる環境づくり 
 

目 標 ２ 

図表 91 デジタルサイネージ（井原バスセンター） 
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対応する課題 課題 7、課題 9 

対応する事業 
○ 公共交通利用の呼びかけ・公共交通に対する意識啓発 
○ 住民の健康づくりと連携した利用促進 
○ 公共交通を守り・育てる意識の醸成 

数値指標 

バス体験学習会及びバス体験ワークショップの開催回数 

算出方法：実施の都度、市が実績を把握 

現状値： 11 箇所開催（令和元年度） 目標値：11 箇所開催（令和 7 年度まで毎年度） 
  

主な事業内容 

事業① 公共交通利用の呼びかけ・公共交通に対する意識啓発 
○ 公共交通に関する啓発チラシやポスターを作成・掲

出をする。 
○ 岡山県が推進している「岡山県公共交通利用県民運

動」と連動し、毎月最終金曜日に指定されている「公
共交通利用の日」の PR や利用の呼びかけを行う。 

○ 公共交通に親しんでもらい、利用のきっかけを作る
ことを目的に「公共交通祭り」を開催し、情報発信
や車両の展示、バスの乗り方教室等を実施する。 

○ 交通事業者と連携し、鉄道やバスに関連したイベン
ト・企画の周知・PR を行う。 

 

事業② 住民の健康づくりと連携した利用促進 
○ 公共交通利用が介護予防や健康寿命の増進に繋が

ることを踏まえ、福祉部門と連携して、健康づくり
や外出促進に関連した情報発信や利用促進を行う。 

 

事業③ 公共交通を守り・育てる意識の醸成 
○ 児童や園児を対象とした、バス体験学習会やバス体

験ワークショップを開催する。 
○ 高齢者の会合や集まりの場を活用し、公共交通の説

明会や利用方法の周知を行う。 
  

事業内容・事業主体・実施時期 
 

事業内容 事業主体 実施時期 

公共交通利用の呼びかけ・公共交
通に対する意識啓発 交通事業者、井原市 令和 3 年度より継続実施 

住民の健康づくりと連携した利用
促進 

交通事業者、井原市、社会福祉協議
会等 令和 3 年度より検討 

公共交通を守り・育てる意識の醸
成 

交通事業者、井原市、学校、幼稚園、
保育所等 令和 3 年度より継続実施 

  

 公共交通の利用促進 
 

目 標 １ 

連携や協働による公共交通の確保・維持 基本方針3 

図表 92 公共交通祭り 

図表93 バス体験学習会 
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対応する課題 課題 7、課題 8、課題 9、課題 10 

対応する事業 ○ 地域やまちづくりと連携した外出促進 

数値指標 

公共交通を利用したお出かけの頻度 

算出方法：市民モニターを対象とした調査により外出頻度を把握し、算出 
※市民モニターを対象にした調査に係る事業内容は 55 頁に記載 

現状値：初年度調査にて把握 目標値：前年度以上（令和 7 年度まで毎年度） 

 
 

主な事業内容 

事業  地域やまちづくりと連携した外出促進 
○ 高齢者団体への働きかけや、高齢者の会合

における呼びかけにより、公共交通を利用
した買い物や余暇目的でのグループによ
るお出かけを推進する。 

○ 中心市街地の商店街やまちづくり協議会
等と連携して、市中心部へのバスによる来
訪とあわせて、周辺の店舗での買い物を促
進する。 

○ 公民館や地域組織と連携して、予約型乗合
タクシーの利用方法を周知する。 

○ 「井原バスセンター」等の主要交通結節点
における交流スペースの利用・活用を呼び
かける。 

○ 主要交通結節点及び交通結節点の周辺に
おいて、乗り継ぎの待ち時間を楽しくする
空間や待合スペースを周辺の施設・店舗や
住民組織等と連携して確保する。 

○ バス路線沿線の商店や事業所、自治会・町
内会等から「バス停サポーター」を募集し、
バス停にベンチを設置させてもらう取組
（バス停サポーター制度）を継続する。 

 
 
 
 
事業内容・事業主体・実施時期 

 
事業内容 事業主体 実施時期 

地域やまちづくりと連携した外出
促進 

交通事業者、井原市、住民、バス停
周辺の店舗・事業所、まちづくり協
議会、商店街等 

令和 3 年度より検討 
バス停サポーター制度は令和 3 年度
より継続実施 

 

  

 地域やまちづくりとの連携 
 

目 標 ２ 

図表 94 井原バスセンター交流スペースの活用 

図表95 バス停サポーター制度を活用して設置したベンチ 
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対応する課題 課題 4、課題 7、課題 10 

対応する事業 ○ 公共交通に関する説明会や意見交換会の開催 
○ 事業の実施状況や目標の達成状況の検証 

数値指標 

 住民説明会や意見交換会の開催件数  

算出方法：開催の都度、市が実績を把握 

現状値： 3 回/年（令和元年度） 目標値：3 回/年（令和 7 年度まで毎年度） 

 
 

主な事業内容 

事業① 公共交通に関する説明会や意見交換会の開催 
○ 公共交通の利用実態や路線の変更の周知、利用の働

きかけ等を行うため、地域住民を対象とした説明会
や意見交換会を開催する。 

○ 通勤・通学における公共交通の利用促進やサービス
改善等を目的として、学校や事業所等との意見交換
会を開催する。 

○ 高齢者の会合や集まりの場を活用し、公共交通の利
用方法の周知を行う。 

 
 

事業② 事業の実施状況や目標の達成状況の検証 
○ 井原市公共交通会議を年に４〜5 回程度、定期的に

開催する。 
○ バス路線の見直しや予約型乗合タクシーのサービ

ス改善等の実施にあたり、交通事業者と井原市によ
る検討会を設置する。 

○ 公共交通や市政に関心のある人を対象にした市民
モニター制度を導入し、電子アンケートの手法を用
いた毎年度の調査により、事業効果のモニタリング
を行う。 

○ 民間路線バスの乗降調査結果や、井原あいあいバ
ス・予約型乗合タクシーの利用実績を分析すること
で、事業の実施状況や目標の達成状況を検証する。 

   
事業内容・事業主体・実施時期 

 
事業内容 事業主体 実施時期 

公共交通に関する説明会や意見交
換会の開催 

交通事業者、井原市、住民、学校、
事業所等 令和 3 年度より継続実施 

事業の実施状況や目標の達成状況
の検証 交通事業者、井原市、住民 令和 3 年度より継続実施 

  

 公共交通の持続的な改善のための仕組みづくり 
 

目 標 ３ 

図表 97 井原市公共交通会議 

図表 96 高齢者に対する公共交通の周知 
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IX. 計画の達成状況の評価 

1  計 画 の 推 進 体 制  

本計画の推進と進行管理は、井原市公共交通会議が行う。 
井原市公共交通会議は、交通事業者や住民等との間で、計画の着実な実施に向けた全体調整を 

行う。 

2  PDCA サ イ ク ル に よ る 評 価 ・ 検 証  

事業の実施にあたっては、社会環境や住民のニーズの変化にあわせ事業内容を適宜改善する必要
がある。このため、Plan（事業計画の策定）、Do（事業の実施）、Check（評価・検証）、Act（改
善）からなるPDCAサイクルを機能させながら計画を推進する。 

PDCAサイクルの運用にあたっては、5年間の計画期間全体を対象として目標の達成度を評価し、
必要に応じて計画の見直しを行う大きなサイクルと、年度ごとの事業実施状況を評価するための小
さなサイクルを組み合わせて進行管理を行う。 

 
 大きな PDCA サイクル 

（計画期間：5 年間） 
小さな PDCA サイクル 
（年度ごと：1 年間） 

Plan（事業計画の策定） 計画の策定 各年度の事業計画の策定 

Do（事業の実施） 計画に掲げる事業の実施 事業計画の実施 

Check（評価・検証） 評価指標の検証 事業の実施状況と、事業実施による効果
の検証 

Act（改善） 計画の見直し 事業計画の見直し 
次年度の事業計画への反映 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

図表 98 PDCA サイクルによる評価・検証 
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3  モ ニ タ リ ン グ の 方 法  

評価指標の検証にあたり、次の項目について定期的なモニタリングを行う。 
  

モニタリング項目 モニタリング方法 実施時期 

前年 10 月〜当年 9 月末で集計した
公共交通の利用者数 
（計画全体の数値指標） 

乗降調査（民間路線バス） 
利用実績（井原あいあいバス・予約型乗合
タクシー） 

毎年度 

基本方針(1)－目標① 
公共交通の確保・維持に係る利用者 1
人あたりの市支出額  

市で把握し実績を基に算出 毎年度 

基本方針(1)－目標② 
予約型乗合タクシーの 1 便あたりの
平均利用者数 

市で把握し実績を基に算出 毎年度 

基本方針(2)－目標① 
公共交通に関する情報発信件数 実施の都度、市が実績を把握 毎年度 

基本方針(2)－目標② 
バスの待合環境や乗務員の接遇に満
足を感じている人の割合 

市民モニターを対象とした調査より把握 毎年度 

基本方針(3)－目標① 
バス体験学習会及びバス体験ワーク
ショップの開催回数 

実施の都度、市が実績を把握 毎年度 

基本方針(3)－目標② 
公共交通を利用したお出かけの頻度 市民モニターを対象とした調査より把握 毎年度 

基本方針(3)－目標③ 
住民説明会や意見交換会の開催回数 開催の都度、市が実績を把握 毎年度 

 
 

 

 

  

図表 99 モニタリングの方法 
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4  ロ ー ド マ ッ プ に 基 づ い た PDCA の 運 用  

PDCAサイクルを適切に運用するためには、定期的に開催される公共交通会議や行政スケ
ジュールとの連携が必要不可欠である。本計画では、計画全体（計画期間の５年間）における大き
なPDCAサイクルと、各年度（１年間）における小さなPDCAサイクルの運用方法をロードマッ
プに示し、計画を推進する。 

  
①  大きな PDCA（計画期間 5 年間）における運用スケジュール 

大きな PDCA 
（策定前） 
R2 年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 

（計画の最終年度） 

Plan 
（計画の策定） 

      

Do 
（事業の実施） 

  
 

 
 

   

Check 
（評価・検証） 

      

Act 
（改善） 

  
 

   

Plan 
（計画の策定） 

      

  
②  小さな PDCA（1 年単位）における運用スケジュール 

   

小さな PDCA 3 月以前 
（前年度） 

４月〜６月 ７月〜９月 10 月〜12 月 １月〜３月 4 月以降 
（次年度） 

Plan 
（計画の策定） 

 
 
  

 
         

 

Do 
（事業の実施） 

 

    

 

       

 

Check 
（評価・検証） 

 

    

 

       

 

Act 
（改善） 

 

            

 

Plan 
（計画の策定） 

 

  

 

         

 

公共交通 
計画の策定 

計画に掲げる事業の実施 

計画全体の評価・検証 

公共交通計画の 
更新または策定 

計画の見直し 
（計画全体） 

評価指標の検証（毎年度） 

計画の見直し 
（必要に応じて計画を見直し） 

【第2回】井原市公共交通会議（7月頃） 
 実施事業の経過報告 
 「拡大」の基準に該当する路線の検証 等 

事業の実施 

各年度の事業 
計画の策定 

事業の実施状況と事業実施
による効果の検証 

事業計画の見直し、 
次年度事業計画への反映 

運行見直し基準に該当した路線バスの
検証期間（前年2月から） 

各年度の事業 
計画の策定 

【第1回】井原市公共交通会議（4月頃） 

 当該年度の事業計画 等 

【第3回】井原市公共交通会議（10月頃） 
 実施事業の経過報告 
 「縮小」の基準に該当する路線の検証 等 

 

 【第4回】井原市公共交通会議（2月頃） 
 計画達成状況の報告 
 公共交通の実績報告 
 公共交通の見直し案の決定 等 

 

 ※井原市公共交通会議では必要に応じて路線の変更や見直し内容について協議を行う 
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5  事 業 ス ケ ジ ュ ー ル  

 
 
 

目標 事業内容 

実施スケジュール（計画期間：5 年間） 

R3 年度 
R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

4〜9 月 10〜3 月 

目標① 
 

持続可能
な公共交
通ネット
ワークの
形成 

バス路線の効率化 
 

     

移動実態やニーズを踏まえ
た利便性の向上 

 
     

福祉や教育の分野と連携し
た移動手段の確保 

 
     

運行見直し基準に基づく
サービスの改善・適正化 

 
     

新たなバス運賃体系の検討 
 

     

目標② 
 
予約型乗
合タク
シーの運
行区域拡
大と利便
性の向上 

運行区域の拡大とサービス
改善 

 
     

予約方法の改善 
 

     

利用しやすい移動手段にし
ていくための仕組みづくり 

 
     

 
 
 

  

地域特性に対応した公共交通体系の構築 

導入・実施可能な事業は随時実施 

検 討 

R3年度より継続実施 

（毎年2月頃に前年9月までの1年間の実績をもとに判定） 

基本方針１ 

R3年度（後半）より随時実施 

検 討 

R3年度より継続実施 

（毎年2月頃に前年9月までの1年間の実績をもとに判定） 

R3年度（後半）より随時実施 

導入・実施可能な事業は随時実施 

R3年度（後半）より随時実施 

検 討 

検 討 

R3年度より継続実施 
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事業 事業内容 

実施スケジュール（計画期間：5 年間） 

R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

目標① 
 

きめ細やかな情報提
供 

定期的な情報提供      

提供する情報の質の向上      

情報発信手段の多様化      

目標② 
 
安心して利用できる
環境づくり 

安全性の向上      

拠点や交通結節点の改善      

公共交通に対する信頼性
の確保      

医療機関と連携した利便
性の向上 

     

 
 
  

 

事業 事業内容 

実施スケジュール（計画期間：5 年間） 

R3 年度 R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 

目標① 
 

公共交通の利用促進 

公共交通利用の呼びか
け・公共交通に対する 
意識啓発 

     

住民の健康づくりと連携
した利用促進      

公共交通を守り・育てる
意識の醸成      

目標② 
 

地域やまちづくりと
の連携 

地域やまちづくりと連携
した外出促進      

目標③ 
 

公共交通の持続的な
改善のための仕組み
づくり 

公共交通に関する説明会
や意見交換会の開催      

事業の実施状況や目標の
達成状況の検証      

 

連携や協働による公共交通の確保・維持 

R3年度より継続実施 

R3年度より継続実施 

誰もが利用しやすい公共交通の環境づくり 基本方針２ 

基本方針３ 

R3年度より継続実施 

R3年度より継続実施 

R3年度より継続実施 

R3年度より継続実施 

検 討 

R3年度より継続実施 

導入・実施可能な事業は随時実施 

導入・実施可能な事業は随時実施 

R3年度より継続実施 

導入・実施可能な事業は随時実施 

R3年度より継続実施 

R3年度より継続実施 


